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報告書の利用についての注意・免責事項 

 

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、

調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調

査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであること

を保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的として

おり、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。

本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿っ

た具体的な法的助言を別途お求め下さい。 

 

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、

特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、

無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いませ

ん。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同

様とします。 
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第１章 総論 

第 1.1 節 はじめに 

 インターネットをめぐる技術の進展と新しいインターネットサービスの勃興によって、

インターネットを介した情報流通や電子商取引は増大の一途を辿っている。インターネッ

トは誰もが容易に情報発信者となれる利便性を有する一方で、知的財産権侵害や名誉毀損

を生じさせるインターネット上の情報の発信に対する救済手段には制限があり、最近にな

って、とりわけインターネット上の情報の仲介者に対して執り得る請求については、各国で

議論が活発となっている。 

 本報告書は、発信者の知的財産権侵害行為に対してプラットフォーマー／プロバイダー

が負う法律上の責任に関する制度を、米国、EU、ドイツ、フランス、中国と日本について比

較法的に調査したものである。 

 

第 1.2 節 プラットフォーマー／プロバイダーの類型化 

 プラットフォーマー／プロバイダーという語は、各章において後述するように、各国にお

いて、広い概念として定義されているが、個々の概念の異同や広狭は必ずしも明確ではなく、

対比しにくい。 

 プラットフォーマー／プロバイダーやインターネット上の仲介者（ internet 

intermediaries）の分類は、学者によって、様々に試みられている。 

 3 分類する考え方がいくつかあるが、想定するプロバイダーが対象とする範囲がそれぞれ

に違う可能性がある。 

 

Ａ説1 

アクセスプロバイダー プレゼンスプロバイダー コンテンツプロバイダー 

Ｂ説2 

インターネットサービスプ

ロバイダー（ISP） 

ホストプロバイダー ナビゲーションプロバイダ

ー（検索エンジン、オンライ

ンディレクトリ） 

Ｃ説3 

ネットワークプロバイダー アクセスプロバイダー ホストプロバイダー 

 

 このほか、6 分類する考え方や 4段階と 7分類に分ける考え方も見られる。 

                                                   
1 Volker M. Haug, Grundwissen Internetrecht: mit Schaubildern und Fallbeispielen, 3., 
überarbeitete Auflage (Kohlhammer, 2016), S. 55. 
2 Althaf Marsoof, Internet Intermediaries and Trade Mark Rights (Routledge, 2019), p. 2. 
3 Linn-Karen Fischer, Die Einbindung von Providern in die Durchsetzung von Urheberrechten: Eine 
Rechtsvergleichende Studie zum deutschen und französischen Recht (Mohr Siebrek, 2020), S. 18. 
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プロバイダーの責任法制はそれぞれに相違点と共通点を有するが、大きな視点で観察する

と、コンテンツの侵害内容によって法律を異にする米国のアプローチと違法コンテンツ全

般について規制を及ぼす EU 等のアプローチに大きく分けることが可能である。 

 

 米国のアプローチ EU等のアプローチ 

削除請求 CDA で不快な資料へのアクセス制限

を、DMCAで著作権侵害資料の削除等

を個別に規定する 

電子商取引指令で違法な情報等に

ついての削除等を規定する 

発信者情報

開示請求 

DMCA に基づく特別な手続を利用で

きる 

情報請求権は、通常の民事訴訟法等

の手続によって実現される 

 

 米国においては、表現の自由の観点から通信品位法（CDA）によりプロバイダーが（責任

を問われることなく）アクセス制限できるコンテンツの範囲は狭いが、著作権侵害について

はデジタル千年紀著作権法（DMCA）により迅速な削除等が可能になっており、発信者情報開

示請求もデジタル千年紀著作権法（DMCA）に基づく文書提出命令（subpoena）を利用するこ

とができる。 

 これに対し、EU の電子商取引指令は、プロバイダーが（責任を問われることなく）違法

な情報等について削除等を行うことができる旨定められているが、違法な情報等は特に限

定されていない。また、知的財産権の執行に関する指令（エンフォースメント指令）には、

情報請求権の規定があるが、民事訴訟法上の手続によって実現されていて、特別な手続を設

けることが必要というわけではない。 

 中国の電子商務法や民法典も、日本のプロバイダ責任制限法も、プロバイダーが（責任を

問われることなく）削除できるコンテンツの範囲を限定していない点や民事訴訟法とは別

の特別な手続を設けているわけではないという点において、EU 等のアプローチに分類する

ことが可能だと言える。 

 但し、EUの視聴覚メディアサービス指令の改正やデジタル単一市場における著作権指令、

またドイツのネットワーク執行法などによって、個別のコンテンツの内容に応じた対応が

プロバイダーに求められるようになり、日本においても発信者情報開示請求のための新し

い手続の創設が検討されるに至っており、米国と EU等のアプローチの違いは相対的なもの

と言える。 

 

第 1.4 節 国際的な動向 

 サービスプロバイダーないし仲介者（intermediaries）の責任については、国際的な関心

も高く、自由貿易協定・経済連携協定においても、知的財産章において、インターネットサ

ービスプロバイダーの責任についての規定が合意されることが多い。わが国では、日マレー

シア経済連携協定に規定が置かれたのに始まり、環太平洋パートナーシップ協定において
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も詳細な規定が設けられた。 

 国際機関においても、仲介者（intermediaries）の責任についての研究が行われており、

2011 年に、WIPO6や OECD7でワークショップなどが開催された。 

 民間団体等により、2015 年 3 月 24 日に、仲介者責任についてのマニラ原則（Manila 

Principles on Intermediary Liability）の Version 1.0 が制定されている。また、スタン

フォード大学8やワシントン大学9においても、各国法の比較法的検討が行われている。 

  

                                                   
6 https://www.wipo.int/copyright/en/internet intermediaries/index.html 
7 https://www.oecd.org/sti/ieconomy/theroleofinternetintermediariesinadvancingpublicpolicyobjecti

ves.htm 
8 https://wilmap.law.stanford.edu/ 
9 https://www.law.uw.edu/programs/liabilityresearch 
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(1) 出版者又は発言者としての取扱い 

 双方向コンピューターサービスのプロバイダー又は利用者は、別の情報コンテンツプ

ロバイダーによって提供される情報の出版者又は発言者と扱われてはならない。 

(2)民事責任 

 双方向コンピューターサービスのプロバイダー又は利用者は、以下の責任について責

任を負わないものとする。 

(A) 憲法上保護されているか否かにかかわらず、プロバイダー若しくは利用者がわいせ

つ、みだらな、扇情的な、不潔な、過度に暴力的、嫌がらせ、若しくはその他の不快と考

える資料へのアクセス又は利用を制限するために自発的に善意で取られたあらゆる措置、

又は 

(B) 情報コンテンツプロバイダー若しくはその他の者に対して、第(1)項に規定されて

いる資料へのアクセスを制限するための技術的手段を有効若しくは利用可能にするため

に取られたあらゆる措置。 

(d) 双方向コンピューターサービスの義務 

 双方向コンピューターサービスのプロバイダーは、双方向コンピューターサービスの

提供についての顧客との契約締結時に、かつ、プロバイダーが適切と考える方法で、未成

年者に有害な資料へのアクセスを制限する際に顧客を支援できるペアレンタル・コント

ロールによる保護（コンピューターハードウェア、ソフトウェア又はフィルタリングサー

ビス等）が商業的に利用可能であることを当該顧客に通知しなければならない。当該通知

は、当該保護の現在のプロバイダーを特定し、又は特定する情報へのアクセスを顧客に提

供するものとする。 

(e) 他の法律への影響 

(1)刑法への影響がないこと 

 本条は、本編第 223条若しくは第 231 条、第 18編第 71章（わいせつ関連）若しくは第

110 章（子供の性的搾取関連）、又はその他の連邦刑法の執行を損なうものとは解釈され

ない。 

(2) 知的財産法への影響がないこと 

 本条は、知的財産に関する法律を制限又は拡大するものとは解釈されない。 

 

 1996 年通信品位法は、表現の自由に対する過度に広範な規制であるとして違憲判決（Reno 

v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997)）が出されたが、通信法第 230

条は維持された。 

 SNS プラットフォーマーや動画配信プラットフォーマーは、それぞれの利用規約に基づき、

違法・有害コンテンツのアクセス制限等を行っているが、ドナルド・トランプ大統領から「オ

ンライン検閲」と批判されるなど、通信法第 230 条の改正を含めた議論が活発になっている

（後述 2.4.1 参照）。 
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の選択なしに、自動的な技術プロセスを通じて実行され、 

(3) サービスプロバイダーが、他の者の要求に自動応答する時を除き、資料の受領者を

選択せず、 

(4) 当該仲介又は一時的な保存の過程でサービスプロバイダーによって作成された資料

のコピーが、予期される受領者以外の者が通常アクセスできる方法でシステム又はネッ

トワーク上に維持されず、また、当該コピーは、送信、ルーティング、又は接続の提供に

合理的に必要な期間より長く、当該予期される受領者が通常アクセスできる方法でシス

テム又はネットワーク上に維持されず、かつ、 

(5) 資料が、コンテンツの修正なしに、システム又はネットワークを介して送信される

場合。 

(b) システムキャッシング 

(1) 責任の制限 

 サービスプロバイダーは、以下の場合に、第(2)項に定める条件が満たされるときには、

サービスプロバイダーによって、又はサービスプロバイダーのために管理又は運営され

るシステム又はネットワーク上の資料の仲介及び一時的な保存を理由とする著作権の侵

害について、金銭的救済、又は(j)項に規定されている場合を除き、差止命令若しくはそ

の他の衡平法上の救済の責任を負わないものとする。 

(A) 資料がサービスプロバイダー以外の者によってオンラインで利用可能になってい

て、 

(B) 資料が、(A)号に規定されている者から、システム又はネットワークを介して、(A)

号に規定されている者以外の者に対し当該(A)号に規定されている者以外の者の指示で送

信されていて、かつ、 

(C) 保管は、(B)号で規定されているように資料が送信された後、(A)号に規定されてい

る者からの資料へのアクセスを要求するシステム又はネットワークの利用者に資料を利

用可能にする目的で、自動的な技術プロセスを通じて実行される場合。 

(2)条件 

 第(1)項に規定されている条件は、以下のとおりである。 

(A) 第(1)項に規定されている資料が、第(1)項(C)号に規定されているその後の利用者

に、第(1)項(A)号に規定されている者から資料が送信された態様からコンテンツの修正

なしに送信されること。 

(B) 第(1)項に記載されているサービスプロバイダーが、資料を利用可能にするシステ

ム又はネットワークについての一般的に受け入れられている業界標準のデータ通信プロ

トコルに従って資料をオンラインで利用可能にする者によって指定された場合に、資料

の回復、再読み込み、又はその他の更新に関するルールを遵守すること。例外的に、本項

が適用される仲介的な保存を妨げ、又は不合理に損なうために、当該ルールが第(1)(A)項

に規定されている者によって利用されていない場合に限り、本号は適用される。 
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(C) サービスプロバイダーが、もし資料が第(1)項(A)号に規定されている者から直接に

第(1)項(C)号に規定されているその後の利用者によって取得されていれば、第(1)項(A)

号に規定されている者が利用可能であったであろう情報を第(1)項(A)号に規定されてい

る者に返すための資料に関連する技術的能力を妨げないこと。例外的に、以下の場合に限

り、本号は適用される。 

(i) 当該技術がプロバイダーのシステム若しくはネットワークのパフォーマンス、又は

資料の仲介的な保存に重大な妨げとならず、 

(ii) 当該技術が一般的に受け入れられている業界標準の通信プロトコルと一致してい

て、かつ、 

(iii) 当該技術がプロバイダーのシステム又はネットワークから、その後の利用者が第

(1)項(A)号に規定された者から直接に資料にアクセスしたら、第(1)項(A)号に規定され

た者が利用可能であったであろう情報以外の情報を抽出しない場合。 

(D) もし第(1)項(A)号に規定されている者が、料金の支払い又はパスワード若しくはそ

の他の情報の提供に基づく条件など、資料にアクセスする前に満たさなければならない

条件を事実上持っていれば、サービスプロバイダーは、当該条件を満たしたシステム又は

ネットワークの利用者のみに、当該条件に従ってのみ、保存された資料の重要な部分への

アクセスを許可すること。 

(E) もし第(1)項(A)号に規定されている者が、資料の著作権者の許諾なしに当該資料を

オンラインで利用可能にしたら、サービスプロバイダーは、第(c)(3)項に規定されている

ように、侵害申立ての通知時に侵害していると申し立てられた資料の削除又はアクセス

の無効化に迅速に対応すること。例外的に、以下の場合に限り、本号は適用される。 

(i) 資料が以前に元のサイトから削除されたか、若しくはそれへのアクセスが無効にさ

れたか、又は裁判所が、資料の元のサイトからの削除、若しくは元のサイトの資料へのア

クセスの無効化を命じた場合であって、 

(ii) 通知を行う当事者が、通知に、資料が以前に元のサイトから削除されたか、若しく

はそれへのアクセスが無効にされたこと、又は裁判所が、資料の元のサイトからの削除、

若しくは元のサイトの資料へのアクセスの無効化を命じたことを確認する声明を含めて

いるとき。 

(c) 利用者の指示によってシステム又はネットワーク上に存在する情報 

(1)原則 

 サービスプロバイダーは、以下の場合には、サービスプロバイダーによって、又はサー

ビスプロバイダーのために管理又は運営されるシステム又はネットワーク上に存在する

資料の利用者の指示による保存を理由とする著作権の侵害について、金銭的救済、又は

(j)項に規定されている場合を除き、差止命令若しくはその他の衡平法上の救済の責任を

負わないものとする。 

(A) 
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(i) サービスプロバイダーが、システム若しくはネットワーク上の資料若しくは資料を

利用した行為が侵害しているとの現実の認識をしていないか、 

(ii) 当該現実の認識がなく、侵害行為が明白な事実若しくは状況を把握していないか、

又は、 

(iii) 当該認識若しくは把握をしたら、資料を削除し、若しくは資料へのアクセスを無

効化するために迅速に行動する場合で、 

(B) サービスプロバイダーが、侵害行為を管理する権利と能力を有している場合に、当

該侵害行為に直接起因する金銭的利益を受け取っておらず、かつ、 

(C) サービスプロバイダーが、第(3)項に規定されているように侵害申立てが通知され

たら、侵害している、又は侵害行為の対象であると主張されている資料を削除するか、ア

クセスを無効化するために迅速に対応するとき。 

(2)指定代理人 

 本項に規定される責任の制限は、サービスプロバイダーが、公衆がアクセス可能な場所

にあるそのウェブサイトを含む、そのサービスを通じて利用可能にすることにより、か

つ、著作権局に実質的に以下の情報を提供することにより、第(3)項に記載された侵害申

立ての通知を受領する代理人を指定した場合にのみ適用される。 

(A) 代理人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス。 

(B) 著作権局長が適切とみなし得る他の連絡先情報。 

著作権局長は、インターネット経由を含む、公衆が閲覧可能な現在の代理人のディレクト

リを維持しなければならず、ディレクトリを維持する費用を賄うためにサービスプロバ

イダーに料金の支払いを要求することができる。 

(3)通知の要素 

(A) 本項の下で有効であるためには、侵害申立ての通知は、実質的に以下のものを含む

サービスプロバイダーの指定代理人に提供される書面通知でなければならない。 

(i) 侵害されたと主張される独占的権利の権利者に代わって行動する権限を与えられた

者の物理的又は電子的な署名。 

(ii) 侵害されたと主張される著作物の特定、又は単一のオンラインサイトでの複数の

著作物が単一の通知に含まれている場合は、当該サイトでの当該著作物の代表的なリス

ト。 

(iii) 侵害している、又は侵害行為の対象であると主張され、かつ、削除又はアクセス

無効化がなされる資料の特定、及びサービスプロバイダーが資料の所在を把握するのに

合理的に十分な情報。 

(iv) 申立当事者に連絡可能な住所、電話番号、及び、可能であれば、電子メールアドレ

スなど、サービスプロバイダーが申立当事者に連絡するのに合理的に十分な情報。 

(v) 申立当事者が、申立てられた方法での資料の利用が著作権者、代理人、又は法律に

よって認められていないことを善意で信じているという声明。 
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(vi) 通知の情報が正確であり、偽証罪の罰則の下で、申立当事者が、侵害されたと主張

される独占的権利の権利者に代わって行動する権限を与えられているという声明。 

(B) 

(i) 第(ii)号に従うことを条件として、著作権者又は著作権者に代わって行動する権限

を与えられた者からの、第(A)号の規定を実質的に遵守していない通知は、第(1)項(A)号

の下で、サービスプロバイダーが現実の認識を有し、又は侵害行為が明らかな事実若しく

は状況を把握しているかどうかを判断する際に、考慮されないものとする。 

(ii) サービスプロバイダーの指定代理人に提供される通知が、第(A)号の全ての規定を

実質的に遵守していないが、第(A)(ii)、(iii)及び(iv)号を実質的に遵守している場合

に、サービスプロバイダーが通知を行う者に迅速に連絡を試みるか、第(A)号の全ての規

定を実質的に遵守する通知の受領を支援する他の合理的な手段を執るかする場合に限り、

本号の第(i)号が適用される。 

(d)情報の所在地ツール 

 サービスプロバイダーは、以下の場合には、ディレクトリ、索引、参照、ポインター、

ハイパーテキスト・リンクを含む情報の所在地ツールを利用して、侵害している資料又は

侵害行為を含むオンライン上の所在地を利用者に参照又はリンクすることを理由とする

著作権の侵害について、金銭的救済、又は(j)項に規定されている場合を除き、差止命令

若しくはその他の衡平法上の救済の責任を負わないものとする。 

(1) 

(A) サービスプロバイダーが、資料若しくは行為が侵害しているという現実の認識を有

していないか、 

(B) 当該現実の認識がなく、侵害行為が明白な事実若しくは状況を把握していないか、

又は、 

(C) 当該認識若しくは把握をしたら、資料を削除し、若しくは資料へのアクセスを無効

化するために迅速に行動する場合で、 

(2) サービスプロバイダーが、当該行為を管理する権利と能力を有している場合に、侵

害行為に直接起因する金銭的利益を受け取っておらず、かつ、 

(3) サービスプロバイダーが、(c)(3)項に規定されているように侵害申立てが通知され

たら、侵害している、又は侵害行為の対象であると主張されている資料を削除するか、ア

クセスを無効化するために迅速に対応するとき。例外的に、本項においては、第(c)(3)項

(A)(iii)号に規定されている情報は、侵害していると主張される、削除又はアクセス無効

化されるべき資料又は行為への参照又はリンクの特定と、サービスプロバイダーが当該

参照又はリンクの所在を把握するのに合理的に十分な情報とするものとする。 

 

 4 つの類型のうちの「利用者の指示によってシステム又はネットワーク上に存在する情報」

（著作権法第 512 条第(c)項）においては、免責の条件の一つとして、サービスプロバイダ
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 以下の規則は、本条に基づく金銭的救済の対象とならない、サービスプロバイダーに対

する第 502条に基づく差止命令の申立ての場合に適用されるものとする。 

(1)救済の範囲 

(A) 第(a)項に規定された救済の制限の対象となる行為以外の行為に関して、裁判所は、

以下の 1 又は 2 以上の形式に限り、サービスプロバイダーに関して差止命令による救済

を与えることができる。 

(i) サービスプロバイダーが、プロバイダーのシステム又はネットワーク上の特定のオ

ンラインサイトに存在する侵害している資料又は行為へのアクセスの提供を制限する命

令。 

(ii) サービスプロバイダーが、命令で指定される加入者又はアカウント保有者のアカ

ウントを終了することによって、侵害行為を行っていて、命令で特定されるサービスプロ

バイダーのシステム又はネットワークの加入者又はアカウント所有者へのアクセスの提

供を制限する命令。 

(iii) 他の差止命令による救済であって、その目的のために比較的効果がある救済形式

の中で、当該救済がサービスプロバイダーにとって最も負担が少なければ、特定のオンラ

インの所在地において裁判所の命令で特定される著作権で保護される資料の侵害を予防

又は制限するために必要と裁判所が考え得るもの。 

(B) サービスプロバイダーが第(a)項に規定されている救済の制限の対象となる場合に、

裁判所は、以下の形式の一方又は両方に限り、差止命令による救済を認めることができ

る。 

(i) サービスプロバイダーが、命令で指定される加入者又はアカウント保有者のアカウ

ントを終了することによって、侵害行為を行うためにプロバイダーのサービスを利用し

ていて、命令で特定されるサービスプロバイダーのシステム又はネットワークの加入者

又はアカウント所有者へのアクセスの提供を制限する命令。 

(ii) 米国外の特定の識別されたオンラインの場所へのアクセスをブロックするために、

命令で指定された合理的な方法を執ることによって、サービスプロバイダーがアクセス

の提供を制限する命令。 

(2)検討事項 

 裁判所は、適用される法に基づく差止命令による救済に関連する基準を検討する際に、

以下を検討するものとする。 

(A) 当該差止命令が、単独で、又は本項に基づいて同じサービスプロバイダーに対して

出される他の差止命令との組み合わせにより、プロバイダー又はプロバイダーのシステ

ム若しくはネットワークの運営に重大な負担をかけるか否か。 

(B) 侵害を予防又は抑制するために手段が執られない場合に、デジタルネットワーク環

境で著作権者が被る可能性のある害の大きさ。 

(C) 当該差止命令の実施が技術的に実現可能かつ効果的であり、他のオンラインの所在
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地での侵害していない資料へのアクセスを妨げないかどうか、及び、 

(D) 侵害している資料へのアクセスを予防又は制限する他の負担がより少なく比較的効

果的な手段が利用可能かどうか。 

(3)通知及び一方当事者の申立てのみに基づく命令 

 サービスプロバイダーの通信ネットワークの運営に重大な悪影響を及ぼさない証拠の

保全を確保する命令又はその他の命令を除いて、本項に基づく差止命令による救済は、サ

ービスプロバイダーへの通知後にのみ利用可能なものとし、サービスプロバイダーが出

頭する機会が提供される。 

 

 なお、2011年には、インターネット上の海賊版対策の法案として PROTECT IP Act（S. 968）

や Stop Online Piracy Act（H.R. 3261）が提案されたことがあったが、世論の反対も強く、

廃案となった。 

 

第 2.3 節 仲介者責任追及の要件と実務 

2.3.1 削除請求、その他の差止請求 

 通信法第 230 条に基づくアクセス制限措置は、被害者からの通知を必要としないが、著作

権法第 512条第(c)項に基づく削除又はアクセス無効化は、サービスプロバイダーが、通常

は、権利者から著作権侵害についての通知を受けて、迅速に措置がとられることになる。 

 権利者からの通知は、著作権法 512 条第(c)(3)項第(A)(i)～(vi)号に規定された以下の

内容を含むことが必要である。 

(i)権限を与えられた者の署名 

(ii)著作物の特定又は著作物のリスト 

(iii)侵害資料の特定及び資料の所在を把握する情報 

(iv)申立当事者に連絡可能な住所、電話番号（、電子メールアドレス）等 

(v)資料の利用が認められていないことを善意で信じている旨の声明 

(vi)通知の情報が正確で、権利者に代わって行動する権限を与えられている旨の声明 

 但し、著作権法 512 条第(c)(3)項第(B)(ii)号により、著作権法 512 条第(c)(3)項第(A)号

に規定されているうちの第(ii)号、第(iii)号及び第(iv)号が記載されていれば、サービス

プロバイダーは、通知者に連絡する等の合理的手段を執ることになる。 

 デジタル千年紀著作権法に基づく通知（DMCA Notice）を受け付ける専用フォームがウェ

ブサイトに用意されていることも多く、また、DMCA に基づく削除等の状況がデータベース

化されて公開されている11。 

 著作権法第 512 条に基づく一定の免責を受けるために、第(i)(1)項の要件を満たす必要

があり、反復的な侵害者であるサービスプロバイダーのシステム又はネットワークの加入

者及びアカウント保有者の適切な状況における終了のポリシーの実施等が問題になった裁

                                                   
11 https://www.lumendatabase.org/ 
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求する。 

著作権法第 512 条第(j)項に基づいて差止命令

を請求する。 

著作権法第512条第(j)(2)項に定める検討事項

に照らして救済すべきではない。 

著作権法第 512 条第(h)項に基づいて侵害者を

特定するための文書提出命令を請求する。 

（文書提出命令が出たら、迅速に開示せざるを

得ない。） 

損害賠償を請求する。 著作権法第 512条や通信法第 230条第(c)(2)項

に基づきサービスプロバイダーとして免責さ

れる。 

 

2.3.7 まとめ 

2.3.7.1 削除請求 

 著作権法第 512 条第(c)項において、サービスプロバイダーが、侵害主張の通知を受けた

ら、速やかにその資料を削除し、又はアクセスできないようにすること（notice and take 

down）が規定され、迅速な削除が図られている。商標法には対応する規定がなく、著作権法

第 512 条による手続は、商標権侵害においても有効な枠組みだという理解もあるが、実務

上、商標権侵害に利用できると明確には言えない（US-4 CrossFit, Inc. v. Alvies）。 

 

2.3.7.2 発信者情報開示請求 

 著作権法 512 条第(h)項に基づく文書提出命令は、書記官に対して請求して、簡便に発行

されるが、文書提出命令を発行しうる相手方となるサービスプロバイダーを限定する裁判

例がある（US-7 Recording Industry Ass'n of America, Inc. v. Verizon Internet 

Services, Inc.）。 

 

2.3.7.3 損害賠償請求 

 サービスプロバイダーは、著作権法第 512 条や通信法第 230 条第(c)(2)項に基づいて損

害賠償責任の免責を受けることができるが、著作権法第 512 条第(c)(1)項の免責条項の要

件を満たすかどうかが問題となり、サービスプロバイダーによる認識があったか（US-9 

Viacom International Inc. v. YouTube、US-10 Capitol Records, LLC v. Vimeo, LLC）、

反復的な侵害者に対するサービス終了のポリシーの実施（US-2 Perfect 10, Inc. v. 

CCBill LLC、US-11  BMG Rights Management v. Cox Communications）等が争点となる。 

 検索キーワード広告に関連して、検索サイト運営者や ECサイトプラットフォーマーに対

して商標権侵害を問う訴訟が提起され、代位侵害や寄与侵害の成否が争われたが、裁判例は

分かれている（US-12  Rescuecom Corp. v. Google, Inc.、US-13 Tiffany v. eBay）。 
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2020 年 10月 16日 H.R.8596 Limiting Section 230 Immunity to Good Samaritans 

Act 

2020 年 10月 2日 H.R.8517 Protect Speech Act 

2020 年 10月 2日 H.R.8515 Don’t Push My Buttons Act 

2020 年 9月 29 日 S.4756 Don’t Push My Buttons Act 

2020 年 9月 21 日 S.4632 Online Content Policy Modernization Act 

2020 年 9月 8 日 S.4534 Online Freedom and Viewpoint Diversity Act 

2020 年 7月 29 日 H.R.7808 Stop the Censorship Act of 2020 

2020 年 7月 28 日 S.4337 BAD ADS Act（Behavioral Advertising Decisions Are 

Downgrading Services Act） 

2020 年 6月 24 日 S.4066 PACT Act（Platform Accountability and Consumer 

Transparency Act） 

2020 年 6月 24 日 S.4062 Stopping Big Tech's Censorship Act 

2020 年 6月 17 日 S.3983 Limiting Section 230 Immunity to Good Samaritans 

Act 

 

2.4.2 米国著作権局レポート（著作権法第 512 条） 

 2020 年 5月 21 日に、米国著作権局は、著作権法第 512 条についてのレポート18を公表し

た。当レポートは、DMCAが制定されてから 20年余りの技術革新によって、議会の当初意図

していた要件の解釈との間に緊張関係が生じていることなどを指摘している。 

 

2.4.3 米国上院司法委員会公聴会 

 米国上院司法委員会では、「DMCA の Notice-and-Takedown システムが 21 世紀において機

能するか？」19と題する公聴会を 2020 年 6 月 2 日に開催した。米国著作権局レポートの結

論に反対し、著作権法第 512条を擁護する意見や著作権法第 512 条を基本的に評価しつつ、

著作権法第 512 条の濫用について指摘する意見などが述べられた。 

 

2.4.4 少額権利行使における著作権代替手段法 

 第 116 会期（2019 年-2020 年）において、少額の著作権に基づく権利行使を容易にするた

めに著作権法を改正する「少額権利行使における著作権代替手段法」案（Copyright 

Alternative in Small-Claims Enforcement Act (CASE Act)）が 2019年 10月 22 日に下院

                                                   
18 https://www.copyright.gov/policy/section512/section-512-full-report.pdf 

金子敏哉「米国著作権法 512 条（セーフハーバー条項）に関する著作権局報告書」ジュリ

スト 1549 号（2020 年）76 頁。 
19 https://www.judiciary.senate.gov/meetings/is-the-dmcas-notice-and-takedown-system-working-in

-the-21st-century 
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を通過して、上院で審議されていた。2020 年 12月 28 日に、同法案は、2021年包括歳出法

に取り込まれて、成立した（なお、刑法典（合衆国法典第 18編）に 2319C 条「違法なデジ

タル送信サービス」も追加された）。改正の対象となる少額の著作権に基づく権利行使の中

には、著作権法第 512 条に基づく申立も含まれている。 
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件として、含むものとする。 

3. 本条は、裁判所又は行政当局は、加盟国の法制度に従って、サービスプロバイダーに

対して侵害行為の停止又は予止を要求する可能性に影響を及ぼさない。 

 

第 13 条 キャッシング 

1. 加盟国は、サービス受領者によって提供される情報の通信ネットワークでの伝達か

らなる情報社会サービスが提供される場合において、以下の条件を満たすときには、サー

ビスプロバイダーが他のサービス受領者の要求により当該他の者への情報の伝達をより

効率的に行うだけの目的でなされる当該情報の自動的、仲介的及び一時的な保存につい

て責任を負わないことを確保しなければならない。 

(a) プロバイダーが情報を変更しないこと、 

(b) プロバイダーが情報へのアクセスについての条件を遵守すること、 

(c) プロバイダーが、業界で広く認識され、使用されている方法で特定された情報の更

新に関する規則を遵守すること、 

(d) プロバイダーが、情報の使用についてのデータを取得するために、業界で広く認識

され、使用されている技術の合法的な使用を妨げられないこと、及び、 

(e) プロバイダーが、最初の送信元の情報がネットワークから削除され、若しくは、そ

れへのアクセスが無効化された事実、又は裁判所若しくは行政当局がそのような削除若

しくは無効化を命じた事実を現実に認識したら、保存した情報を削除し、又はそのアクセ

スを無効化するために迅速に行動すること。 

2. 本条は、裁判所又は行政当局は、加盟国の法制度に従って、サービスプロバイダーに

対して侵害行為の停止又は予防を要求する可能性に影響を及ぼさない。 

 

第 14 条 ホスティング 

1. 加盟国は、サービス受領者によって提供される情報の保存からなる情報社会サービ

スが提供される場合において、以下の条件を満たすときには、サービスプロバイダーがサ

ービス受領者の要求により保存された情報について責任を負わないことを確保しなけれ

ばならない。 

(a) プロバイダーが違法な行為若しくは情報について現実の認識をしておらず、損害賠

償請求に関して、違法な行為若しくは情報が明白である事実若しくは状況について把握

していないこと、又は、 

(b) プロバイダーが、そのような認識若しくは把握をした時点で直ちにその情報を削除

し、若しくはそれへのアクセスを無効化する措置を取ること。 

2. 第 1 項は、サービス受領者がプロバイダーの権限又は管理の下で行動している場合

には適用されない。 

3. 本条は、裁判所又は行政当局は、加盟国の法制度に従って、サービスプロバイダーに
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1. 加盟国は、司法当局が申立人の請求により、以下のことを行えることを確保しなけれ

ばならない。 

(a) 被疑侵害者に対して、差し迫った知的財産権の侵害を予防し、又は暫定的に、かつ、

適切であれば、国内法によって規定される場合に反復的な罰金支払いをすることを条件

として、当該権利の被疑侵害の継続を禁止し、又は権利者への補償を確保することを意図

した担保の提供を条件として継続させる暫定的差止命令を発すること。暫定的差止命令

は、知的財産権を侵害するために第三者により使用されているサービスを行う仲介者に

対しても、同じ条件の下で発することができる。著作権又は関連する権利を侵害するため

に第三者により使用されているサービスを行う仲介者に対する差止命令は、指令

2001/29/ECにより対象となる。 

 

第 5 節 本案判決に基づく措置 

第 11 条 差止命令 

 加盟国は、知的財産権の侵害を認める判決が下される場合には、管轄の司法当局が、侵

害者に対し、侵害行為の継続を禁止する差止命令を下すことができることを確保しなけ

ればならない。国内法によって規定される場合に、差止命令違反は、遵守を確保する観点

から、適切な場合に、罰金が課されるものとする。加盟国はまた、指令 2001/29/EC 第 8

条第(3)項の規定に影響を及ぼすことなく、権利者が、第三者によって知的財産権を侵害

するために用いられているサービスを提供する仲介者に対し、差止命令の申立てを請求

できることを確保しなければならないものとする。 

 

第 6 節 損害賠償及び弁護士費用 

第 13 条 損害賠償 

1. 加盟国は、管轄の司法当局が、被侵害者の請求に基づき、故意に又は知っているべき

合理的な理由があって侵害行為を行った侵害者に対し、権利者に侵害の結果として現実

に被った損害に鑑みて妥当な損害賠償の支払いを命じることを確保しなければならない。 

 損害賠償額の決定においては、司法当局は、 

(a) 被侵害者が被った逸失利益を含む経済的損害、及び侵害者が不法に得た利益、及び、

適切な場合には、侵害により権利者が受けた精神的損害等の経済的要因以外の要素など、

全ての適切な観点を考慮するものとし、又は、 

(b) 第(a)号に代えて、適切な場合には、一括の損害賠償額を、少なくとも侵害者が当該

知的財産権の利用許諾を求めていたならば支払ったであろうロイヤリティ若しくは費用

の額などの要素に基づき決定することができる。 

2. 侵害者が故意に又は知っているべき合理的な理由があって侵害行為を行ったのでは

ない場合に、加盟国は、司法当局が事前に決定可能な利益の回収又は損害賠償額の支払い

を命じ得ることを規定することができる。 
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第(b)号に従って将来のアップロードを防ぐために最善の努力をしたこと。 

5. サービスプロバイダーが第 4項に基づく義務を遵守したかどうかを判断する際には、

比例の原則に照らして、とりわけ以下の要素を考慮に入れるものとする。 

(a) サービスの種類、対象者及び規模、並びにサービスの利用者によってアップロード

される著作物又はその他の対象物の種類、並びに、 

(b) サービスプロバイダーにとって適切で効果的な手段の利用可能性とその費用。 

6. 加盟国は、サービスが EU内で公衆に利用可能となって 3年未満であり、委員会勧告

2003/361/EC に従って計算して、年間売上高が 1000 万ユーロ未満である新しいオンライ

ンコンテンツ共有サービスプロバイダーに関して、第 4 項に規定された責任制度の下で

の条件が、第 4項第(a)号の遵守と、十分に立証された通知を受け取ったら、通知された

著作物又はその他の対象物をアクセス無効化し、又はウェブサイトから削除するために

迅速に行動することに限定されると規定しなければならない。 

 当該サービスプロバイダーの月間平均の重複のない訪問者数が前暦年を基準として計

算して 500万を超える場合には、当該サービスプロバイダーは、権利者が関連する必要な

情報を提供した、通知された著作物及びその他の対象物の将来のアップロードを防ぐた

めに最善の努力をしたことも証明するものとする。 

7. オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーと権利者との協力は、利用者によ

りアップロードされた、著作権及び関連する権利を侵害しない著作物又はその他の対象

物（当該著作物又はその他の対象物が例外又は制限の対象となる場合を含む）の利用可能

性を妨げる結果となってはならない。 

 加盟国は、各加盟国の利用者が、オンラインコンテンツ共有サービスで利用者生成コン

テンツをアップロードして利用可能にする場合に、以下の既存の例外又は制限のいずれ

かに依拠できるようにすることを確保しなければならない。 

(a) 引用、批判、評価、 

(b) 風刺画、パロディー、又はパスティーシュの目的での使用。 

8. 本条の適用は、一般的な監視義務につながるものであってはならない。 

 加盟国は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが権利者に、その要求に応

じて、第 4項に規定する協力に関する慣行が機能する適切な情報を、また、サービスプロ

バイダーと権利者の間でライセンス契約が締結されている場合には、契約の対象となる

コンテンツの利用に関する情報を提供することを規定しなければならない。 

9. 加盟国は、オンラインコンテンツ共有サービスプロバイダーが、サービスの利用者に

よってアップロードされた著作物又はその他の対象物のアクセス無効化又は削除に関す

る紛争が発生した場合に、利用者が利用可能な効果的で迅速な苦情及び救済制度を導入

することを規定しなければならない。 

 権利者が特定の著作物若しくはその他の対象物へのアクセス無効化、又はそれらの著

作物若しくはその他の対象物の削除を要求する場合には、権利者はその要求を十分に正
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第 3 条 利用規約 

1. オンライン仲介サービスプロバイダーは利用規約が以下の条件を満たすことを確保

しなければならない。 

(e) 業務上の利用者の知的財産権の帰属と管理についての利用規約の効果に関する一般

的な情報を含むこと。 

 

第 3.2 節 仲介者責任追及の要件 

 インターネット上の仲介者の責任について規定した電子商取引指令（2000/31/EC）の加盟

国における導入後、加盟国の裁判所において同指令の解釈について数々の問題が生じ、EU司

法裁判所（CJEU）が同指令の適用範囲と責任追及の要件について加盟国内における解釈を統

一するための先行判決を下した。 

 EU 司法裁判所はその先行判決の中でまた、EU指令の適用により各国裁判所によりインタ

ーネット上の仲介者に対して取られる措置が、EU の基本原則であるプライバシー権（欧州

人権条約第 8条）、表現・情報の自由（欧州人権条約第 10条、EU基本権憲章第 11 条）や経

済活動の自由（EU基本権憲章第 16 条）の原則との均衡の観点から適切とされるために必要

な権利追及の条件をいくつかの判決の中で打ち出しており、加盟国裁判所により適用され

ている。 

 

3.2.1 削除請求、その他の差止請求 

 電子商取引指令（2000/31/EC）第 12条は、インターネットサービスプロバイダーが「単

なる（情報伝達の）導管」（mere conduit）の役割にとどまる限りで、伝達される情報に一

切の責任を負わない旨規定し（第 1項）、同時に加盟国の裁判所や行政当局は、各国の法制

度に従って、サービスプロバイダーに対して侵害行為の停止や予防の措置を要求できると

規定している（第 2項）。 

 同指令の国内法化後、EU 加盟国ではサービスプロバイダーに対して侵害行為の差止めや

防止の措置を命じる行政当局の措置や裁判所の命令に対して、サービスプロバイダーが、そ

うした措置が EU の最高法規である EU 基本権憲章や欧州人権条約で保証されている表現の

自由や経済活動の自由といった基本原則に反するとして反論し、どのような条件で同指令

で認められたサービスプロバイダーに対する侵害行為の削除や差止措置を命じる必要があ

るかが問題となった。 

 EU 司法裁判所は、EU-1 UPC Telekabel Wien 事件に関する 2014 年 3月 27日の先行判決

で、加盟国の裁判所がインターネットサービスプロバイダーに対し著作権侵害の違法コン

テンツを掲載するサイトへのアクセスブロックを命じる場合に、守るべき以下の 3 つの条

件を打ち出している23。 

                                                   
23 Francis Donnat, Droit européen de l'Internet, LGDJ, 2018, p. 193 ; Philippe Allaeys, « Blocage 

d’un site par un fournisseur d’accès à internet », Dalloz actualité, 2014 ; Christiane Féral-Schuhl, 
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が実際に有効であることは証明されておらず、そのような措置は一方電子商取引指令

（2000/31/EC）第 15条をベルギーで国内法化した 2003 年 3月 11 日法第 21条の規定に反す

るとして、控訴を行った。 

 ブリュッセル控訴院は EU 司法裁判所に対して、情報社会指令（2001/29/EC）とエンフォ

ースメント指令（2004/48/EC）の規定を適用して加盟国の裁判所がアクセスプロバイダーに

対して、その全ての顧客を対象にそのサービスを導管として特に P2P ネットワークを通して

送信、受信される情報を恒常的にフィルタリングするシステムを導入し、そのための費用を

負担することを命じることは、データ保護指令（95/46/EC）25、電子商取引指令（2000/31/EC）、

プライバシー及び電子通信指令（2002/58/EC）26、及び欧州人権条約第 8条と第 10条27の規

定に照らして妥当か、またそのような命令が可能な場合、加盟国の裁判所は、権利者から請

求された侵害差し止め措置が著作権保護という目的に照らして均衡の原則に適っているか

を判断することができるか、について意見を出すよう申請した。 

【判旨】 

 EU 司法裁判所は 2011 年 11 月 24 日の先行判決で、EU 電子商取引指令（2000/31/EC）、情

報社会指令（2001/29/EC）、エンフォースメント指令（2004/48/EC）、データ保護指令

（95/46/EC）、プライバシー及び電子通信指令（2002/58/EC）は EU で適用される人権保護原

則に照らして解釈されなければならず、アクセスプロバイダーに対して、その全ての顧客を

対象にそのサービスを導管として特に P2P ネットワークを通して送信、受信される情報を恒

常的にフィルタリングするシステムを導入し、そのための費用を負担することを命じること

はこれらの指令に違反するものであると判断した28。 

 

 電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条は、ホストプロバイダーはそれが保存する情報に

ついて、その情報の違法性を知らなかった、又は知ってから直ちにそうした情報を削除又は

情報へのアクセスを不可能にするための措置を取った場合には、責任を負わないと規定し

ている。 

 第 14 条で規定されるホストプロバイダーの制限的責任と、第 15 条で規定される一般的

                                                   
25 個人データの処理に関する個人の保護及び当該データの自由な移転に関する 1995 年 10

月 24 日の欧州議会及び理事会指令（95/46/EC）。 
26 電子通信分野における個人データの処理及びプライバシーの保護に関する 2002 年 7 月

12 日の欧州議会及び理事会指令（プライバシー及び電子通信指令）（2002/58/EC）。 
27 Francis Donnat, Droit européen de l'Internet, LGDJ, 2018, p.193. 欧州人権裁判所はホストプ

ロバイダーに全面的なアクセスブロックを命じる裁判所の判決は欧州人権条約第 10 条の

表現の自由の原則に反するという立場を取っている（ECHR, Ahmet Yildirim v. Turquie, 2012

年 12 月 18 日判決。トルコの父、アタテュルクを冒瀆したとして刑事追訴されていた個人

のブログサイトをホスティングしていた Google Sites（http://sites.google.com/）へのアクセ

スを全面的にブロックすることを命じるトルコの刑事裁判所の判決は欧州人権条約第 10

条の規定に反するとされ、トルコに対して原告への 7500 ユーロの損害賠償と 1000 ユーロ

の訴訟費用の支払いが命じられた）。 
28 Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit 2020-2021, Dalloz 2020, p.1292. 
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した。YouTube は利用者の利用者名と住所のみしか開示しなかったため、Constantin Film 

Verleih は利用者のより詳しい身分情報、メールアドレス、携帯電話番号、映画のアップロ

ードに用いられた IPアドレス、アップロードの日付と回数、及び YouTubeと Google のアカ

ウントにアクセスする際に用いられた IP アドレスの開示を YouTtube と Google に対し命じ

るようフランクフルト地裁に請求した。フランクフルト地裁は 2016 年 5 月 3 日の判決で

Constantin Film Verleih の請求を却下したが、フランクフルト高裁は 2018年 8月 22日の

判決で Constantin Film Verleih の請求を部分的に認め、YouTube と Google に利用者のメ

ールアドレスを開示するよう命じた。Constantin Film Verleihは判決を不服として上告を

行った。 

 ドイツ連邦最高裁は 2019 年 2 月 21 日、EU 司法裁判所に対して、エンフォースメント指

令（2004/48/EC）第 8 条第(2)(a)項で規定されている「(a)生産者、製造者、販売者、供給

者及びその他の商品若しくはサービスの前の保有者並びに意図されている卸売業者及び小

売業者の名称及びアドレス」のアドレスには、住所だけではなくメールアドレス、電話番号、

IP アドレスも含まれると解すべきか、意見を出すよう求めた。 

【判旨】 

 EU 司法裁判所は 2020 年 7月 9日の先行判決で、著作権者の情報請求権を加盟国で統一す

る知的財産権の執行に関する指令第 8 条の規定の文言は厳格に解されなければならないと

し、2012 年の EU-5 Bonnier Audio 判決（C-461/10）を引用して、加盟国は知的財産権侵

害の案件において、侵害者の住所だけではなくメールアドレス、電話番号、IPアドレスの開

示を裁判所が命じることを法律で義務付ける義務はない、同指令は第 8条第 3項でそのよう

な義務づけを加盟国が行うことが可能であると規定しているが、その場合には対立する各種

基本権の保護の均衡に留意しなければならないとして、同指令第 8条第(2)(a)項の「アドレ

ス」には住所のみが含まれるものと解するべきであると回答した。 

 

3.2.3 損害賠償請求 

 インターネット上の仲介者が損害賠償責任を負うのは、それが電子商取引指令第 12条か

ら第 14 条までで定義されるプロバイダーに該当しない場合、又は第 14 条で定義されるプ

ロバイダーに該当し、同条で規定された免責条件を満たさない場合である。 

 電子商取引指令前文第 42 項は、仲介者に同指令の責任制限規定が適用されるためには、

その活動が純に「技術的」（technical）、「自動的」（automatic）かつ「受動的」（passive）

の 3 つの性質を帯びていることが必要であると規定しており、これらのいずれかの性質が

欠けている場合には、責任制限規定は適用されない。 

 電子商取引指令第 1条第(a)号が引用する指令（98/48/EC）には、「情報社会サービス」が、

「通常は報酬を得て、隔地者間で、電子的手段を用い、サービスの受領者の個別の要求によ

り、提供されるあらゆるサービス」と定義されているが、この「報酬を得て」という条件が

絶対的なものか、サービスの受領者から報酬を得ていない仲介者に同指令第 12条から第 14
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される場合には同氏はそれが提供した無線 LAN 上で行われた著作権侵害について全ての

責任を免れるかを判断するために、EU司法裁判所に対して電子商取引指令第 12 条の規定

に関する質問、特にその適用範囲と免責される責任の性質、そして他の基本的権利との均

衡に関する質問を付託した。 

【判旨】 

 EU 司法裁判所は 2016 年 9月 15日の判決で、Papasavvas 判決を引用して電子商取引指

令第 12条第 1項の規定は、利用者から直接報酬を得ない「情報社会サービス」にも適用

されるとし（第 44段落）、同条が適用されるインターネットアクセスプロバイダーに対し

て著作権者は、それが提供するネットワーク上で著作権侵害が行われたことを理由に損

害賠償を請求することはできない（第 75 段落）が、同指令第 12条は第 3項で本条の規定

にかかわらず、加盟国の裁判所や行政当局は、各国の法制度に従って、サービスプロバイ

ダーに対して侵害行為の停止や予防の措置を要求できるものとすると規定している以上、

権利者は裁判所に対してインターネットアクセスプロバイダーが侵害行為を防止するた

めに必要な措置を取るように命じることを請求することができ、その請求にかかった費

用（正式通知と裁判の費用）の支払いをプロバイダーに対して請求することも可能である

（第 77－79段落）、そして裁判所はそうした侵害停止、予防措置を命じる場合、具体的な

技術的措置については、プロバイダーが選択できるようにしなければならず、たとえ本件

のように無線 LAN ネットワークのセキュリティがパスワードで保護することに尽きる場

合でも、利用者は匿名で行動はできないと判断した。 

 

 電子商取引指令第 14条は、仲介者の提供するサービスがサービス受領者によって提供さ

れる情報の保存からなる場合には、以下の 2 つのいずれかの条件を満たす場合には保存さ

れた情報について責任を負わないと規定している。 

(a)プロバイダーが違法な行為若しくは情報について現実の認識をしておらず、損害賠償請

求に関して、違法な行為若しくは情報が明白である事実若しくは状況について把握してい

ないこと、又は、 

(b)そのような認識若しくは把握をした時点で直ちにその情報を削除若しくはそれへのア

クセスを無効化する措置を取ること。 

 電子商取引指令の EU加盟国における国内法化後、検索サイト、ECサイトプラットフォー

マー、動画配信プラットフォーマーを介した知的財産権侵害の案件において仲介者が電子

商取引指令第 14 条を根拠に権利者の損害賠償請求を却下する反訴請求を行うようになった

ため、加盟国の国内裁判所は EU 司法裁判所に対して電子商取引指令第 14 条の適用範囲と

その基準を明らかにする意見を求めるようになった。 

 この分野で EU 司法裁判所が加盟国の国内裁判所で適用されるべき規範を確立したのは

EU-9 2010年 3月 23 日の Google Adwords 判決である35。 

                                                   
35  Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit 2020-2021, Dalloz 2020 年, p.1391-1392 ; Laure Marino, 
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ーリンクに表示されるとして Google と広告主を商標侵害で訴えた。ナンテール大審裁判

所、ベルサイユ控訴院共に商標権侵害の損害賠償を Google と広告主に対して命じ、Google

は破棄院に上告を行った。 

 3 つの案件の上告を審査したフランス破棄院は、2008 年 5 月 20 日に EU 司法裁判所に

対して、検索サイトが広告主に登録商標をキーワードとして登録し、それを広告の目的に

用いることを可能にする行為は、欧州商標ハーモ指令（89/104/EEC）36第 5条第 1項、共

同体商標規則（(EC) No 40/94）37第 9 条第 1項に基づいて商標権者が禁止することがで

きる商標の使用行為に当たるか、同行為が商標権侵害行為に該当しない場合には、検索サ

イトは電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条で規定されるサービス受領者によって提供

される情報の保存を行う情報社会サービスのプロバイダーとして解されるのか、につい

て質問を付託した。 

【判旨】 

 EU 司法裁判所は 2010 年 3 月 23 日の判決で、検索サイト上の広告サービスにおける商

標権侵害の有無と責任の成立要件に関して、加盟国裁判所が適用すべき以下の基準を打

ち出した。 

(i) 商標をキーワードに用いた検索サイト上の広告を商標権者が禁止することができる

のは、その広告が平均的なインターネット利用者にとって、広告の対象となっている商品

又は役務が商標権者（又はその関連業者）のものか、そうでないかの識別を困難にする性

質のものである場合に限られる。 

(ii) 検索サイトが広告主に登録商標をキーワードとして登録し、それを広告の目的に

用いることを可能にする行為は欧州商標ハーモ指令（89/104/EEC）第 5条第 1項、共同体

商標規則（(EC) No 40/94）第 9条第 1項で規定される商標の使用には該当せず、商標権

侵害には当たらない。 

(iii) 電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条の規定は、検索サイトが、保存される情報

について知る、又はコントロールすることができる積極的な役割を果たしていない場合

に適用され、その場合には検索サイトは、広告主の依頼で保存する情報や広告主の行為が

違法であることを知った時点で直ちにそうした情報を削除、又はそれへのアクセスをブ

ロックする措置を取らなかった場合にのみ、その違法な情報に対して責任を負う。 

 

 その後、EU司法裁判所は、電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条の規定を適用するか否

かを判断する上で、EU-9 Google France 判決で打ち出さした「積極的役割」という基準を、

EC プラットフォーマーである eBay に関する案件にも適用し、同社の損害賠償責任を認めた

                                                   
36 商標に関する加盟国の法律を近接させるための 1988 年 12 月 21 日の第一理事会指令

（89/104/EEC）。 
37 共同体商標に関する 1993 年 12 月 20 日の理事会規則（(EC) No 40/94）。 
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4. 欧州商標ハーモ指令（89/104/EEC）第 5条第 1項、共同体商標規則（(EC) No 40/94）

第 9 条第 1 項で規定される商標の使用に該当するとされるためにはその広告や販売ペー

ジが商標が保護されている地域の消費者を対象としていれば足りる場合、その商標の使用

は電子商取引指令（2000/31/EC）第 14 条で規定される「サービス受領者によって提供さ

れる情報の保存」を含むか。 

5. 商標の使用が電子商取引指令（2000/31/EC）第 14 条で規定される行為だけからでは

なくそれを含む場合、ECプラットフォーマーは電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条で

カバーされる行為のみについては免責され、それでカバーされない行為については損害賠

償責任等の経済的な補償義務を負うか。 

6. EC プラットフォーマーがそのサイト上で宣伝され、販売されている商品が商標権を

侵害すること、そしてその商標権侵害が利用者の広告や販売の申出によりなされているこ

とを知っていることは、電子商取引指令（2000/31/EC）第 14 条で規定される「現実の認

識」に該当するか。 

7. EC プラットフォーマーのような仲介者のサービスが商標権の侵害に用いられる場

合、加盟国はエンフォースメント指令第 11 条の規定に従って商標権者が商標権の侵害を

将来にわたり防止するための措置を命じる命令を得られることを保証する義務があるか。 

【判旨】 

 EU 司法裁判所は 2011 年 7月 12日の先行判決で、2010 年の Google 先行判決を引用し、

EC プラットフォーマーはその顧客が商標を商標目的で使用することを可能にするサービ

スを提供している以上、欧州商標ハーモ指令（89/104/EEC）第 5条第 1項、共同体商標規

則（(EC) No 40/94）第 9条第 1項ではなく、電子商取引指令（2000/31/EC）第 12条から

第 15 条までの規定の適用について判断しなければならないとした上で、情報を保存する

活動を行うプラットフォーマーが全て電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条第 1項のホ

ストプロバイダーに該当するわけではなく、このカテゴリーに該当するためにはサービ

スプロバイダーは顧客から提供された純粋に技術的で自動的な情報の処理の役割に留ま

らなければならず、こうした情報を知り又はコントロールするという積極的な役割を果

たしている場合には、電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条第 1項のホストプロバイダ

ーには該当しない、eBay は顧客である売主の販売申出を管理し、特定の販売申出を優先

的に促進するためのサービスも提供しているため、顧客である売主と買主との間で中立

的な立場にあるとはいえず、販売に関する情報を知り又は管理するという積極的な役割

を果たしている。従って電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条第 1項の責任制限規定は

適用されない（第 116段落）と判断した。そして最後の点については、エンフォースメン

ト指令第 11条の規定は単に知的財産権の侵害の継続の禁止を目的とした差止命令が得ら

れることを確保するだけではなく、加盟国に知的財産権の侵害を将来にわたり防止する

ために必要な措置を取ることを認めているとし、加盟国の国内裁判所は知的財産権侵害

の案件において ECプラットフォーマーが、単に利用者がそのプラットフォーム上で行っ
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氏の請求を認めたため、Peterson 氏、YouTube と Google 双方が、判決に対して控訴を行っ

た。ハンブルク高裁は 2015 年 7 月 1 日、第一審判決を一部取り消し、YouTube 社と Google

に対し、アルバム中の 7 曲についてそれが配信できなくなるよう必要な措置を取るよう命

じ、これらの曲の配信により YouTube 社が得た売上高に関する情報を Peterson 氏に開示す

るよう命じたが、損害賠償請求は却下した。Peterson 氏はドイツ連邦最高裁で同判決に上告

を行った。 

C-683/18 出版社 Elsevier は、Cyando が運営するファイル共有プラットフォーム Uploaded

上で、Elsevier が著作権を有する著作物が許可なくアップロードされていたため、2014 年

7月にミュンヘンの地裁において、Cyando に対し著作権侵害を理由に、侵害行為の差止、情

報開示、及び損害賠償を請求する訴訟を提起した。2016 年 3月 18 日、ミュンヘン地裁は、

Cyando が Elsevierの著作権の侵害者の共犯であるとして侵害差止請求を認めたが、それ以

外の請求は却下した。Elsevier、Cyando 共に控訴を行った。ミュンヘン高裁は 2017年 3月

2日の判決で第一審の侵害差止命令を、その法律根拠を変えて確定させたが、Elsevier のそ

れ以外の請求は却下した。同社はドイツ連邦最高裁に上告を行った。 

 2つの上告案件を審査したドイツ連邦最高裁は、EU 司法裁判所に対し、動画配信プラット

フォーマー上で、その利用者が著作権で保護されたビデオを著作者の許可なしにアップロー

ドする場合で、プラットフォーマーが著作権を侵害するコンテンツを知らない、又は知って

から直ちにアクセスをブロックする場合、同プラットフォーマーは情報社会指令

（2001/29/EC）第 3条で規定される著作物の利用をしているといえるか、そうでない場合に

は同プラットフォーマーは電子商取引指令（2000/31/EC）第 14 条第 1 項で規定されるホス

トプロバイダーに該当するか、該当する場合には、プロバイダーの責任が追及される上で必

要な、プロバイダーが実際に認識した違法な情報とは、具体的な情報でなければならないか、

動画配信プラットフォーマーにホストプロバイダーの地位が認められない場合には、著作権

の侵害者としてエンフォースメント指令（2004/48/EC）に基づき差止命令や損害賠償責任の

対象となるか、またその場合にはエンフォースメント指令（2004/48/EC）第 13 条の規定に

従い、侵害行為を知っていた又は当然知りえた場合にのみ損害賠償責任が成立するかについ

て、意見を求めた。 

 本事案は 2019 年 11 月 26 日、EU 司法裁判所の法廷で口頭弁論があり、2020 年 7月 16 日

に法務官 Henrik Saugmandsgaard Øe 氏が意見書40を提出している。 

 同意見書で法務官は、YouTube や Cyando のような動画配信プラットフォーマーに電子商

取引指令第 14 条第 1 項のホストプロバイダーの責任制限規定が適用されるかの問題につい

て、EU司法裁判所の Google Adwords 判決と L'Oréal v eBay 判決で適用された「積極的役

割」の基準を適用し、YouTube や Cyando のような動画配信プラットフォーマーはそうした

役割を果たしていない（アップロードされるコンテンツを削除又はそれへのアクセスをする

                                                   
40 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228712&pageIndex=0&doclang

=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11923587 
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請求に従わなかったため、Coty 社は Amazon Services Europe 社と Amazonの倉庫を管理

する Amazon FC Graben社に対して、Coty 社の商標権を侵害する商品を保管、発送する行

為を停止するよう請求する訴訟を提起した。ドイツの地裁は、香水販売業者の請求を棄却

し、高裁も、Amazon Services Europeは問題の商品を保管も発送もしておらず、Amazon 

FC Graben による商品の保管、発送行為は出品者の依頼に基づくもので、Amazon FC Graben

は第三者の販売者及びその他の第三者の販売者に代わって商品を保管していたから、商

標権侵害にあたらない、と判断して、控訴を棄却した。Coty 社はドイツ連邦最高裁で同

判決に上告を行った。 

 ドイツ連邦最高裁は、2018 年 7月 EU 司法裁判所に対し、第三者のために商標権を侵害

する商品を、侵害事実については知らずに保管する者は、自身で商品を販売する意思がな

くとも、EU 商標に関する 2009 年 2 月 26 日の理事会規則（(EC)No 207/2009）第 9 条第

(2)(b)項及び EU 商標に関する 2017 年 6 月 14 日の欧州議会及び理事会規則

（(EU)2017/1001）第 9条第(3)(b)項で規定される商標権侵害を行ったといえるか、につ

いて、意見を求めた。 

【判旨】 

 EU 司法裁判所は 2020 年 4月 2日の先行判決で、過去の判例、また EU-9 Google France 

v Louis Vuitton Malletier, Google France v Viaticum, Luteciel, Google France v 

CNRRH 判決(C-236/08, C-237/08, C-238/08)や EU-10 L'Oréal v eBay 判決(C-324/09)

判決等における商標権侵害の有無と責任の成立要件に関する基準を適用し、EU 商標に関

する 2009 年 2 月 26 日の理事会規則（(EC)No 207/2009）第 9 条第(2)(b)項及び EU商標

に関する 2017 年 6月 14 日の欧州議会及び理事会規則（(EU)2017/1001）第 9条第(3)(b)

項は、第三者に代わって商標権を侵害する商品を、当該侵害を認識せずに保管している者

は、当該者自身がそれらの目的を追求しない場合には、同条項における市場に販売の申出

をするか、その流通に置くかするために当該商品を保管しているとはみなすべきではな

いという意味で解釈されなければならない。」と述べ、第三者のために商標権を侵害する

商品を自身で商品を販売する意思を持たずに保管する行為は商標権侵害には該当しない

と回答した。 

 本事案では、ドイツ連邦最高裁が先行判決の申立の中で EU 商標に関する 2009 年 2 月

26 日の理事会規則と 2017 年 6 月 14 日の欧州議会及び理事会規則のみを引用したため、

これらの規則についてのみ EU 司法裁判所判決の結論で判断が示されているが、第 49 段

落で、本事案は EU商標に関する 2009年 2月 26日の理事会規則と 2017年 6月 14日の欧

州議会及び理事会規則ではなく、電子商取引指令（2000/31/EC）第 14条 1項の規定やエ

ンフォースメント指令（2004/48/EC）第 11条の規定を適用して審査されるべきである、

と示唆している。 
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3.2.5 刑事責任 

 電子商取引指令（2000/31/EC）はその前文で、加盟国は同指令の適用により制定された国

内法の違反について刑罰を定める義務はないと規定している（前文第 54項）。従って、イ

ンターネット上の仲介者の刑事責任については、EU 内に統一されたルールはなく、各国の

法律に委ねられている。 

 

3.2.6 まとめ 

 EU 司法裁判所によって、加盟国裁判所がインターネット上の知的財産権侵害における仲

介者の責任が追及されている案件において適用すべきであるとしているルールをまとめる

と、以下のとおりとなる。 

 

3.2.6.1 一般原則 

 インターネット上の仲介者の責任が免除される又は制限されるのは、その仲介者の活動

が純に「技術的」、「自動的」かつ「受動的」な場合である。これらいずれかの性質が欠けて

いる場合には仲介者はそれが伝達又は保存する情報について責任を負う。 

 

3.2.6.2 削除請求、その他の差止請求 

 国内裁判所はインターネットサービス（アクセス）プロバイダーに対して侵害行為の差止

措置（違法コンテンツの削除、サイトへのアクセスブロック等）を命じる場合には、プロバ

イダーがその命令に従って取るべき措置を決めてはならず、具体的にどのような技術的措

置を取るかはプロバイダーに選択の自由を与えなければならない（EU-1 UPC v Telekabel 

Wien 判決）。 

 プロバイダーに対してそれが伝達又は保存する情報を恒常的にブロック又はフィルタリ

ングする措置を命じることはできない（EU-2 Scarlet Extended SA v SABAM 判決）。 

 ホストプロバイダーに対して侵害の差止措置を命じる場合には、全ての同一又は類似の

違法コンテンツを将来にわたりかつ世界中のサービス利用者を対象に、差止措置の効果を

及ばせることができる（EU-3 Eva Glawischnig-Piesczek v Facebook判決）42。 

 

3.2.6.3 発信者情報開示請求 

 加盟国が国内法でプロバイダーが侵害者の身分を知的財産権者に対して明かす責任を義

務づけるか否かは任意的である。加盟国が同責任を法律で義務付ける場合、国内裁判所はそ

の法律の適用において、EU の基本原則、特に各権利間の保護の均衡の原則に留意する必要

がある（EU-4 Promusicae v. Telefónica de España SAU 判決、EU-5 Bonnier Audio AB 

                                                   
42 本判決で EU 司法裁判所が打ち出した新しい考え方が SNS プラットフォーマーのみに適

用されるか、それとも全ての種類のホストプロバイダーにも適用されるかについては学説

で議論されている。 
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第 12条 単なる導管 

第 13条 キャッシング 

第 14条 ホスティング 

 

第 15条 一般的な監視義務の否定 

第 3条 単なる導管 

第 4条 キャッシング 

第 5条 ホスティング 

第 6条 自発的な独自調査及び法令遵守 

第7条 一般的な監視又は能動的事実調査義

務の否定 

第8条 違法なコンテンツに対して行動する

命令 

第 9条 情報を提供する命令 

 

 電子商取引指令に代わる規則となるデジタルサービス法の採択に向けた今後の動向に注

目する必要がある。 
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を監視したり、違法行為を示す状況を調査したりする義務を負わないものとする。 

(3) 一般法に従い、裁判所又は当局の命令に基づいて、情報の削除又は情報の利用停止

を行う義務は、第 8条から第 10 条までによりサービスプロバイダーが責任を負わない場

合でも、影響を受けないものとする。電気通信法第 88 条による通信の秘密は保護されな

ければならない。 

(4) ある利用者が他の利用者の知的財産権を侵害するためにテレメディアサービスを利

用し、当該権利者が当該権利侵害から救済を得るための他の可能性がない場合には、当該

権利者は、権利侵害の再発を防止するために、第 8条第(3)項によるサービスプロバイダ

ーに対し、情報の利用停止を請求することができる。停止は合理的かつ比例的なものでな

ければならない。第 1 文による請求権の主張及び執行のための裁判前及び裁判外の費用

を償還するサービスプロバイダーに対する請求権は、第 8条第 1節第 3文の場合を除き、

認められない。 

 

第 8 条 情報の通過 

(1) サービスプロバイダーは、以下の場合には、通信ネットワーク上で伝達し、又は利

用のためのアクセスを仲介する第三者の情報について責任を負わないものとする。 

1. サービスプロバイダーが伝達を開始させておらず、 

2. サービスプロバイダーが伝達された情報の宛先を選択しておらず、かつ、 

3. サービスプロバイダーが伝達された情報を選択又は変更しなかった場合。 

当該サービスプロバイダーが責任を負わない場合には、サービスプロバイダーは、特に利

用者の違法行為に対し損害賠償又は権利侵害の排除若しくは不作為を請求することはで

きない。当該請求の主張及び執行のための全ての費用も同様とする。第 1 文及び第 2 文

は、サービスプロバイダーが違法行為を行うためにサービスの利用者と故意に協力する

場合には、適用されない。 

(2) 第 1項による情報の伝達及びそれへのアクセスの仲介には、通信ネットワーク上で

の伝達の実施のためにのみ行われ、伝達に通常必要な時間より長く情報が保存されない、

当該情報の自動の短期的な緩衝記憶も含まれる。 

(3) 第 1項及び第 2項は、利用者に無線ローカルネットワーク経由でインターネットア

クセスを利用させる第 1項によるサービスプロバイダーにも適用される。 

(4) 第 8項第(3)項によるサービスプロバイダーは、当局により、以下のことを義務づけ

られてはならない。 

1. アクセスを許可する前に 

a) 利用者の個人データを収集し保存すること（登録）、若しくは、 

b) パスワードの入力を要求すること、又は、 

2. サービスの提供を永久に停止すること。 

 サービスプロバイダーが自発的に利用者を識別し、パスワード入力を要求し、他の自主



   

 

77 

 

的な措置を講じる場合に、上記は影響を受けないものとする。 

 

第 9 条 情報の伝達を加速するための緩衝記憶 

 サービスプロバイダーは、以下の場合には、第三者の情報の伝達を他の利用者にその要

求により効率的に行うだけの目的で設計された、自動の時間制限付き緩衝記憶について

責任を負わないものとする。 

1. サービスプロバイダーが情報を変更せず、 

2. サービスプロバイダーが情報へのアクセス条件を遵守し、 

3. サービスプロバイダーが、広く認識され、使用されている業界標準に定められた情報

の更新についての規則を遵守し、 

4. サービスプロバイダーが、広く認識され、使用されている業界標準に定められた情報

の使用に関するデータの収集のための技術の許される使用を妨げられず、かつ、 

5. サービスプロバイダーが、本条の意味で記録されている情報が送信元においてネッ

トワークから削除され、若しくはそれへのアクセスが停止されたこと、又は裁判所若しく

は行政当局が削除若しくは停止を命じたことが認識したら、直ちに当該情報を削除又は

アクセス停止する行為を行う場合。 

 第 8条第(1)項第 2文は、準用される。 

 

第 10 条 情報の保存 

 サービスプロバイダーは、以下の場合に、利用者のために保存する第三者の情報につい

て責任を負わないものとする。 

1. サービスプロバイダーが、違法行為若しくは情報を認識しておらず、損害賠償請求の

場合には、違法行為若しくは情報が明らかになる事実若しくは状況も認識していない、又

は、 

2. サービスプロバイダーが、当該認識をしたら、直ちに情報を削除し、若しくはアクセ

スを停止するための措置を講じた場合。 

 第 1文は、利用者がサービスプロバイダーに管理又は監督されている場合には、適用さ

れない。 

 

4.2.2 ネットワーク執行法 

 極右勢力の台頭の影響もあり、ソーシャルネットワークのプロバイダーに違法なコンテ

ンツに関する苦情の処理（第 3 条）と違法なコンテンツに関する苦情の処理に関する報告

（第 2 条）を義務付けたネットワーク執行法46が、2017 年 9月 1日に成立した。 

 ソーシャルネットワークのプロバイダーは、明らかに違法なコンテンツの削除又はアク

                                                   
46 正式名称は、「ソーシャルネットワークにおける権利執行を改善する法律（Gesetz zur 

Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken）」である。 
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但し、その者が民事訴訟法第 383 条から第 385条までの規定に基づき、侵害者に対する訴

訟手続において証言拒絶権を有していた場合は、この限りでない。第 1文に基づく請求権

を裁判所において行使する場合は、裁判所は、侵害者に対して係属する訴訟を、申立てに

より、情報請求権のために提起された訴訟が処理されるまで停止することができる。情報

提供義務を負う者は、被侵害者に、情報提供のために必要となる費用の償還を請求するこ

とができる。 

(3) 情報提供義務を負う者は、以下の事項についても報告を行わなければならない。 

1. 商品又はサービスの製作者、納入者及びその他の前占有者並びにそれらの者が指定

した商業上の購買者及び販売所の名称及び宛先、並びに、 

2. 製造、引渡、受領又は注文がなされた商品の数量及び当該商品又はサービスついて支

払われた価格 

(4) 第 1項及び第 2項に基づく請求権は、個々の場合において当該請求が均衡を失して

いる場合には、排除される。 

(5) 情報提供義務を負う者が、情報を故意又は重大な過失により、不正確又は不十分に

提供する場合には、その者は、商標又は商号権者に、それから生じた損害を賠償すること

が義務づけられる。 

(6) 第 1項又は第 2項に基づく義務を負うことなく真実の情報を提供した者は、その者

が情報提供義務を負わないことを知っていた場合に限り、第三者に対して責任を負う。 

(7) 明白な権利侵害の場合には、民事訴訟法第 935条から第 945 条までの規定に基づき、

仮処分の方法により情報提供義務を命じることができる。 

(8) 認識した情報は、刑事手続又は行政法規違反に関する法律による手続において、情

報提供義務を負う者の同意が得られる場合に限り、情報提供義務を負う者又は刑事訴訟

法第 52条第 1 項に掲げる親族に不利益となる、情報提供前になされた行為のために、利

用することができる。 

(9) 情報がトラフィックデータ（通信法第 3条第 30 号）を利用することによってのみ提

供され得る場合は、その提供がなされるためには、被侵害者が申立をしなければならな

い。トラフィックデータの利用の適法性に関する事前の裁判官による命令を必要とする。

この命令の発布に関しては、情報提供義務を負う者がその住所、居所又は営業所を有する

地区内の地裁が、その訴額に関わらず専属的に管轄権を有する。民事部が決定を行う。手

続に関しては、家事事件及び非訟事件の手続に関する法律の規定が準用される。裁判所の

命令に伴う費用は，被侵害者が負担する。地裁の決定に対しては、抗告が許される。抗告

は、2 週間の期間内に提起しなければならない。その他に、個人に関するデータの保護に

関する規定は、影響を受けないものとする。 

(10) 前項と共に第 2項により、通信の秘密の基本権（基本法第 10 条）は制限される。 

 

 3.2.2 のとおり、ドイツ最高裁から EU司法裁判所への質問の付託によって、2020年 7月
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侵害予防又は（反復のおそ

れがあり）差止を請求する。 

①妨害者責任を負わない。 

②権利侵害の反復のおそれが

なく、差止めを行う義務を負

わない。 

①プラットフォーム運営者として

管理可能性があり、監視・検査を

行う義務を負う。 

②権利侵害の反復のおそれを容易

に確認できる証拠を提示してい

る。 

（アクセスプロバイダーに

つき）情報の利用停止（ブロ

ッキング）を請求する。 

権利侵害から救済を得るため

の他の可能性がある。 

停止は合理的かつ比例的なもので

ある。 

発信者の氏名と住所の情報

を請求する。 

情報提供義務を負わない。 求めている情報は情報請求権の対

象であり、請求は均衡を失してい

ない。 

損害賠償請求義務の確認を

請求する。 

サービスプロバイダーとして

免責される。 

 

 

4.3.7 まとめ 

4.3.7.1 削除請求、その他の侵害行為差止請求 

 民法上の妨害者責任に基づいてプラットフォーマー／プロバイダーに対する責任が根拠

づけられるが、EU の電子商取引指令に基づくサービスプロバイダーの免責がテレメディア

法において規定されている。サービスプロバイダーの免責は損害賠償責任に及ぶが、差止請

求権については及ばないと解されている。権利者は、知的財産権法の規定に基づく権利侵害

については適用されない（DE-1 インターネットオークション I事件（Rolex v Ricardo））。

妨害者の責任は、検査義務の違反を前提となり（DE-2 インターネットオークション II事

件（Rolex v eBay））、合理的な管理措置を執らない場合にのみ責任を負う（DE-3 インタ

ーネットオークション III 事件（Rolex v Ricardo））。 

 完全に自動の手続で運営者が知らずに販売申出を第三者が投稿する機会を与えるインタ

ーネット市場の運営者は、全ての販売申出を、手動の画像チェックにかけることは義務づけ

られていない（DE-4 インターネット上の子供用ハイチェア I事件）。しかし、電子リンク

を経由して権利を侵害する販売申出に直接つながる広告をインターネット上に掲載した場

合には、より高い検査義務を負い（DE-5 インターネット上の子供用ハイチェア II事件）、

妨害者として差止を請求され得る（DE-6 インターネット上の子供用ハイチェア III事件）。 

 差止の義務を負うには、通知の名宛人が法律違反を困難なく、つまり詳細な法的及び事実

的な審査なしに、確認できるぐらい、通知が具体的に記載されていることが前提となる（DE-

7 ペン香水事件）。 

 具体的なビジネスモデルによって相当な程度まで著作権侵害を促進していると認められ

るファイルホスティングプロバイダーは、そのサービスを参照するリンク集の包括的で定
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期的な検査をすることが期待できるが（DE-8 ファイルホスティングサービス事件（GEMA v 

RapidShare））、ホスティングプロバイダーが身元を偽装している場合でも、アクセスプロ

バイダーに対し請求する前に、権利者はまず事実をさらに明確にする責任がある（DE-9 

GEMA v Deutsche Telekom）。比例原則の観点からのアクセスプロバイダーに対する請求権

に基づく主張は、ウェブサイト運営者への請求が成功する可能性がなく、それゆえ法的保護

に格差が生じる場合にのみ考慮される（DE-10 アクセスプロバイダーの妨害者責任事件

（Universal Music v O2 Deutschland））。テレメディア法に規定された無線 LAN 経由のア

クセスプロバイダーに対するブロッキング請求権は、有線のアクセスプロバイダーにも類

推適用される（DE-11 Dead Island事件）。 

 さらに、ドメインネームのレジストラに対して妨害者責任を認める最高裁判決も出され

た（DE-12 レジストラの妨害者責任事件）。 

 

4.3.7.2 発信者情報開示請求 

 ドイツ最高裁から EU 司法裁判所に付託された質問により、EU-6 Constantin Film 

Verleih GmbH v YouTube LLC, Google Inc. (C‑264/19)の EU司法裁判所判決は、ドイツ著

作権法第 101 条により国内法化されている「知的財産権の執行に関する指令第 8条第(2)(a)

項の『アドレス』が、知的財産権を侵害するファイルをアップロードした利用者に関する電

子メールアドレス、電話番号及び当該ファイルをアップロードした IPアドレス又は利用者

のアカウントに最後にアクセスされたときに使われた IPアドレスを対象としない」と解釈

している。 

 

4.3.7.3 損害賠償請求 

 サービスプロバイダーに対する損害賠償責任については、テレメディア法に基づく免責

が認められる。 

 

第 4.4 節 最近の動き 

4.4.1 テレメディア法の改正 

 視聴覚メディアサービス指令の 2018年改正に対応して、2020 年 7月 2日に連邦議会でテ

レメディア法の改正法案が可決されている。この改正法では、第 2b 条（視聴覚メディアサ

ービスプロバイダーとビデオ共有プラットフォームプロバイダーのリスト）、第 2c条（権限

の情報の要求）、第 10a条（利用者の苦情を報告するための手順）、第 10b条（利用者の苦情

を解決するための手順）、第 10c 条（一般利用規約）、第 14条（未成年者の個人データの処

理）が新設されており、2020年 11月 27 日から施行されている48。 

 

                                                   
48 http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2456.

pdf 
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 第 13条 救済、裁判所へのアクセス 

 第 14条 内部苦情手続 

 第 15条 外部苦情処理機関 

 第 16条 許される利用としての表示付与の責任 

 第 17条 民間調停機関による裁判外紛争解決 

 第 18条 公的調停機関による裁判外紛争解決 

第 5 章 最終規定 

 第 19条 濫用に対する措置 

 第 20条 情報請求権 

 第 21条 国内で送達を受ける権限授与者 

 第 22条 関連する権利への適用 

 第 23条 強行法規 
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1. 権利者は執行官（huissier de justice62）に、インターネット上の知的財産権侵害行

為の確認手続（constat）を依頼する。執行官は、侵害品がどのようにサイト上に掲

示されているかを、スクリーンショットを添えて具体的に説明する確認書（procès-

verbal de constat）を作成する。 

2. 侵害行為を客観的に証明する執行官の確認書を元に、権利者（商標権者、著作者）は

侵害行為が行われている場所、または被告の居住地を管轄する大審裁判所63の裁判長

のもとでのレフェレの法廷にプロバイダーを召喚する原告の訴状（assignation en 

référé）を、執行官を通じて送達する。訴状の送達期限は法廷日（裁判所で訴状のド

ラフトを元に事前に予約する）の最低 15日前である。 

3. 原告の訴状送達後、被告となるプロバイダーが弁護士を通じて応訴状を権利者の弁護

士に送達し、法廷日まで応訴状と証拠書類のやり取りが行われる。 

4. 法廷日に大審裁判所の裁判長のもとで法廷弁論が行われ、数週間後に判決がレフェレ

の命令（ordonnance de référé）の形で下される。 

 レフェレの判決に対しては判決の送達から 15日以内に64控訴をすることが可能であるが、

控訴が提起された場合でもレフェレの判決には執行力があるため、プロバイダーに対して

侵害サイトを削除する、又は侵害サイトへのアクセスをブロックする措置が命じられる場

合には、プロバイダーは直ちに措置を実施しなければならない。 

 この点、知的財産権のうち商標権侵害については、知的財産権法で侵害行為の仮差止請求

を行うためのレフェレの手続が、EU エンフォースメント指令（2004/48/EC）（を国内法化

する、知的財産権侵害の防止・処罰に関する 2007 年 10 月 29 日法以降制度化されている

（知的財産権法第 L716-6 条65）ことから、商標権侵害でプロバイダーに対してサイトの削

除、またはアクセスのブロックを請求するためには LCEN 法第 6条 I.8ではなく知的財産権

法第 L716-6条の手続で行わなければならないかが問題となった。 

                                                   
62 フランスにおいて各種証明、送達を行う官職。英語圏の bailiff に相当。 
63 知的財産権侵害行為差止訴訟は大審裁判所（現 Tribunal judiciaire、旧 Tribunal de grande 

instance）が専属管轄権を持ち（知的財産権法第 L331-1 条（著作権）、第 L521-3-1 条（意

匠権）、第 L716-3 条（商標権））、土地管轄は被告の所在地又は侵害行為の場所である（民

事訴訟法第 42 条、第 46 条）。 
64 民事訴訟法第 490 条。 
65 知的財産権法第 L716-6条は「商標権侵害差し止め請求の原告となる資格を持つ者は全て、

管轄裁判所において、侵害者と見なされる者又は侵害者が使用しているサービスの仲介者

に対して、差し迫っている権利侵害を防止する、又はすでに存在する侵害行為を差し止める

ために必要な全ての措置を命じるレフェレの判決を請求することができる」と規定してい

る。本レフェレの手続では侵害コンテンツの削除やアクセスブロックのみならず損害賠償

金の一部を請求することができるが、権利者はレフェレの判決が出てから一定の期間内に

商標権侵害差止の本案訴訟を提起しなければならず、本案訴訟が提起されない場合にはレ

フェレで命じられた措置は無効となり、権利者は侵害者が受けた損害を賠償する責任を負

う。 
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著作権侵害の損害賠償責任を負わないという法律の規則に反するとして上告を行ったもの

である。 

【判旨】 

 破棄院は 2017 年 7 月 6 日の判決で、EU 電子商取引指令（2000/31/EC）と情報社会指令

（2001/29/EC）の主旨は、インターネットプロバイダーは原則的に侵害行為について責任を

負わないとしても、違法な行為、特に著作権と著作隣接権の侵害を防止するための措置を積

極的に取る義務があるというものであるから、知的財産権法第 L336-2 条の規定に基づいて

著作権を保護するために命じられる措置の費用をプロバイダーと検索エンジンが負担する

ことは、たとえ負担すべき費用が高額となる場合でも合法であると判示した。 

 破棄院はまた EU 司法裁判所の EU-1 UPC Telekabel Wien 事件における先行判決を引用

し72、命じられる措置の費用の負担が「耐えがたい犠牲」で権利保護における均衡の原則に

反するということはインターネットの仲介者が立証責任を負うが、本件では立証されていな

いとし、プロバイダーと検索エンジンの上告を却下した。 

 

5.3.2 発信者情報開示請求 

 LCEN 法第 6 条 II の規定に従って、インターネット上の侵害行為の被害者は、裁判所に、

プロバイダーが保存している利用者の個人情報の開示を命じるよう請求することができる。 

 一方郵便事業・電子通信法第 L34-1条ではプロバイダーの情報開示義務を調査、刑事的犯

罪の確認と捜査、著作権侵害、情報処理システム詐欺行為の防止に必要な場合に限っている

ことから、それに該当しない場合に個人情報の開示責任があるかが問題となった。パリ大審

裁判所は FR-3 2013 年 1月 30 日の命令で、LCEN法第 6条 IIで規定された情報開示責任は

郵便事業・電子通信法第 L34-1 条よりもより一般的な義務をプロバイダーに課しているこ

とを確認した。 

 従ってプロバイダーに対する発信者情報開示責任が認められる要件は、違法な侵害行為

の事実の証明、及び発信者情報開示措置が侵害行為の差止に必要であることの証明である73。 

 発信者のプライバシー権との兼ね合いの問題については、EU 司法裁判所のいくつかの先

行判決で審査基準が打ち出されている74 75が、フランスでは LCEN 法第 6 条 II を施行する

                                                   
72 EU-1 UPC Telekabel Wien（C-314/12）欧州連合司法裁判所 2014 年 3 月 27 日判決、第 47, 

50-53 段落 
73 パリ商事裁判所、2013 年 2 月 1 日レフェレの判決 Uptoten v. Google Ireland。子供向けの

ゲームやアニメーションをインターネット上で提供する Up To Ten 社が Google 社に対し、

Google アカウントを使って Uptoten.com サイト上の広告収入を横領していた者の身分情報

と取引先銀行、かつ横領した広告収入の額に関する情報の開示を求めた事件。請求は認めら

れ、Up To Ten は犯人であることが判明した元役員を詐欺で告訴し、2016 年 12 月パリ軽罪

裁判所は有罪判決を下した。 
74 EU-4 Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU（C-275/06）

欧州連合司法裁判所 2008 年 1 月 29 日判決第 54-55 段落 
75 EU-5 Bonnier Audio AB e.a. v Perfect Communication Sweden AB（C-461/10）欧州連合司法
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 フランス法上インターネットサービスプロバイダーが負うのはフィルタリングシステム

を会員に提供する義務（LCEN 法第 6条 I.1）、及び司法当局から侵害コンテンツへのアクセ

スブロックや発信者の情報開示が命じられる場合に、命じられた措置を実施する義務（LCEN

法 6 条 I.8）である。 

 インターネット上における侵害行為についてサービスプロバイダー以外の仲介者の損害

賠償責任を追及するためには、まずその仲介者が「積極的な役割」を果たしていることを証

明して、LCEN 法第 6 条 I.2 で免責原則が適用されるホストプロバイダーにはあたらないと

主張することが考えられる（5.3.3.1 参照）。 

 一方、仲介者がホストプロバイダーに該当する場合には、LCEN 法第 6 条 I.2 の例外規定

に沿って、ホストプロバイダーがサービス利用者の行動やサービス利用者の要求により保

存された情報が明らかに違法であることを認識していたが、直ちに違法データを削除また

はアクセスをブロックしなかったことを証明して、損害賠償責任を追及することになる

（5.3.3.2 参照）。 

 

5.3.3.1 積極的な役割を果たす「編集者」（ホストプロバイダー免責原則の排

除） 

 EU 電子商取引指令第 14 条はホスティングサービスを「サービス受領者によって提供され

る情報の保存からなる情報社会サービス」と定義している。 

 同条の責任制限規定が適用されるホストプロバイダーは、EU司法裁判所が EU-9  

Google France et Inc v Louis Vuitton Malletier事件（C-236/08、C-237/08、C-

238/08）の 2010 年 3月 23日の判決76で「それが収集した情報の内容を知る、またはコン

トロールするといった積極的な役割（rôle actif）を果たしていない」ことが要件である

と判示しており（C-236/08、C-237/08、C-238/08、第 121項）（3.2.3参照）、同判決以

降フランスを含め加盟国裁判所において、各種プラットフォーマーの責任に関する案件

で、以下の基準が適用されている。 

 

                                                   
76 Louis Vuitton 社が Google 社に対し、Google 社の有料広告サービス Adwards で自社の商

標が営利目的で他社に使用されたことを理由に Google 社に対して商標権侵害、不当競業、

虚偽広告を理由に損害賠償を請求する訴訟を提起した案件で、フランス破棄院は EU 司法

裁判所に対して 2008 年 5 月 20 日、Google 社のアドワーズのような検索サイトの有料広告

サービスが商標権侵害にあたるか否か、また商標権侵害でなく民事責任のみが生じるので

あればその条件は何かについての先行判決を求めていた。EU 司法裁判所の本先行判決

後、破棄院は 2010 年 7 月 13 日、商標権侵害を認めたパリ控訴院の原判決を破棄し、別の

裁判官で構成されるパリ控訴院の部に差し戻す判決を下した（上告番号 06-20.230）。その

後 Louis Vuitton 社と Google 社は和解した。 
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 したがって、インターネット上における侵害行為についてホストプロバイダーの損害賠

償責任を追及するための要件は、①侵害行為に関する通知を LCEN 法第 6条 I.5 で定められ

た形式で行うこと、そして②通知後ホストプロバイダーが直ちに明らかに違法であるデー

タを削除、またはデータへのアクセスをブロックしなかったことを証明することである。 

 

5.3.3.2.1 侵害行為に関する通知 

 行為の違法性についてプロバイダーが認識していたことを証明するために必要な通知は、

LCEN 法第 6条 I.5 で定められた形式に従わなければならない。 

 同条は、「インターネット上のヘイトコンテンツ防止のための 2020年 6月 24日の法律」

（通称「Avia法」。後述 5.4 参照）79による改正前は以下のように規定されており、改正に

より 5.2.1 に記載のような規定となった。 

 

5. 2 で規定されたサービスのプロバイダーは、以下の要素について通知された場合には問

題事実について認識していたと見なされるものとする。 

- 通知人が個人の場合：氏名、職業、住所、国籍、生年月日。 

 通知人が法人の場合：法人形態、法人名、本社所在地、代表機関名。 

- 宛先の名前と住所、法人が宛先の場合にはその法人名と本社所在地。 

- 違法なコンテンツの説明とその正確な所在地。 

- 当該侵害コンテンツを削除するまたは当該侵害コンテンツへのアクセスをブロックする

請求の法的根拠、関連法律の条文と、問題の事実がその法律で禁じられていることの証

明。 

- 違法な情報や活動の作者（注：侵害者）若しくは編集者に対して配信停止、削除、内容の

変更を請求する送付書簡のコピー、又は作者、編集者と連絡が取れなかったことを証明す

る書類。 

 

 すなわち 2020 年 6 月 30 日までは、全ての侵害コンテンツの通知において、以下の事項

を網羅的に記載した書簡を、受領証明の取れる形で送達することが必要であった。 

★通知人が個人の場合：氏名、職業、住所、国籍、生年月日。 

 通知人が法人の場合：法人形態、法人名、本社所在地、代表機関名。 

★違法なコンテンツの説明とその正確な所在地 

★当該侵害コンテンツを削除するまたは当該侵害コンテンツへのアクセスをブロックする

請求の法的根拠、関連法律の条文と、問題の事実がその法律で禁じられていることの証

明 

★違法な情報や活動の作者（注：侵害者）または編集者に対して配信停止や削除、内容の

                                                   
79 LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (1) 



   

 

111 

 

変更を請求する送った書簡のコピー、または作者、編集者と連絡が取れなかったことを

証明する書類。 

 フランス裁判所は本規定を厳格に解釈し、必要事項の記載が欠けた通知が行われた場合

には全て、行為の違法性についてプロバイダーが認識していたことを証明しない、従ってプ

ロバイダーが侵害コンテンツを削除しなかった、または削除を遅らせたとしても損害賠償

責任は負わないと判示していた。改正前の規定に基づく裁判例としては、以下のものが挙げ

られる。 

★俳優が YouTube と Google に対し、YouTube上で著作権と書作隣接権を侵害するビデオへ

のアクセスをブロックするよう請求したが、通知の中で権利を侵害していると主張する

ビデオを正確にリストアップしていなかったため請求が不受理とされたケース80。 

★インターネット上でプライバシー権を侵害された被害者が侵害サイトへのアクセスブロ

ックをすぐに行わなかったたホストプロバイダーに、加害者と連帯して損害賠償の支払

い責任を負うよう裁判所に請求したが、被害者である原告の弁護士がホストプロバイダ

ーに行った通知に、顧客である原告のファーストネームを記載せず、住所や生年月日な

どそれ以外の身分を特定するための情報も含まれていなかったため、原告の請求を認め

た原判決が破棄院で破棄され81、破棄差戻後82の控訴院で取り消されたケース83。 

★Wikipedia上で私生活を侵害する文章を掲載された者が、侵害コンテンツの削除を直ち

に行わなかったホストプロバイダーに対して損害賠償の支払いを請求したが、通知を受

領証明付きの書簡ではなくメールで行ったため、ホストプロバイダーが通知を受けたこ

とが証明されていないため、削除が遅れたことは証明されないとされたケース84。 

★映画監督と制作会社が弁護士を通じて Dailymotion に対し著作権を侵害するビデオへの

アクセスブロックを請求したが、弁護士が送った履行催促状は LCEN 法第 6条 I.5の形

                                                   
80 パリ大審裁判所 2008 年 1 月 9 日の 4 つのレフェレの命令(案件番号 07/58929：Mezrahi v. 

YouTube Inc、案件番号 07/58913, R Mezrahi v. Google Inc (SARL)、案件番号 08/50112, R Magdane 

v. YouTube Inc、案件番号 07/58929, R. Magdane v. Google Inc.(SARL)) 
81 破棄院民事第 1 院、2011 年 2 月 17 日判決、上告番号 09-15857、M. K v. Agence des médias 

numériques (société AMEN)。トゥールーズにある化学肥料工場で硝酸アンモニウムが爆発し

た事件で取り調べを受けた者が、傍受された電話での会話をインターネット上で掲載され、

掲載した者と掲載サイトのホストプロバイダーを訴えた事件。 

82 フランス最高裁にあたる破棄院は、法律問題について上告の対象となった原判決の解釈

に間違いがあると見なす場合には、原判決を下した控訴院とは別の控訴院、または同じ控訴

院の別の裁判官で構成される院に案件を差戻す判決を下す（破棄差戻判決、cassation avec 

renvoi）差戻後の控訴院は、再度事実問題と法律問題について判断し、破棄院の法律解釈に

従うことも、それに抵抗して別の解釈を行うことも可能である。 

83 ボルドー控訴院第 1 院 B 部、2012 年 5 月 10 日判決。破棄院の解釈に従ってホストプロ

バイダーの悪意は推定されないと判示し、原告の請求を却下した。 
84 パリ大審裁判所 2007 年 10 月 29 日レフェレの命令、Marianne B, et autres v. Wikimedia 

Foundation。 
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ったたため、写真家と H & K 社は Auféminin と Google に対して著作権侵害の本案訴訟を提

起した。 

 第一審のパリ大審裁判所は 2009 年 10 月 9 日、Auféminin はホストプロバイダーで LCEN

法第 6 条 I.2 が適用されるところ侵害コンテンツについて通知を受けてからの対応に遅滞

があった、Google は著作物を無断で複製したことにより著作権侵害を行ったとして、連帯し

て写真家に損害賠償 2万ユーロの支払いを命じる判決を下した。 

 これに対し Google は、画像の保存行為は米国著作権法第 107 条の適用により合法で、ま

たフランス法が適用される場合には欧州人権条約第 10 条の表現の自由により合法となるの

で著作権侵害を構成しない、Auféminin は侵害コンテンツについて通知を受けてから直ちに

それを削除する措置を取ったため LCEN 法第 6 条 I.2 の適用により損害賠償責任を負わない

と主張して控訴を行った。 

 パリ控訴院は 2011年 2月 4日、 本件には米国法は適用されないとしたうえで、Auféminin

と Google 共にホストプロバイダーであるので侵害コンテンツについて通知を受けてから直

ちに対応する義務があったところ、それを怠ったため LCEN 法第 6 条 I.2 の適用により損害

賠償責任を負うとして第一審判決の Google の責任に関する法的根拠を変更し、Google に補

足的損害賠償 1万ユーロの支払いを命じた。 

 Googleと Auféminin は控訴審判決に対する上告を行った。 

【判旨】 

 破棄院は 2012 年 7 月 12 日、Google と Auféminin の上告理由のうち、本件で一度削除さ

れたまたは検索結果に出ないようになった写真が再度同じサイトの別の URL アドレスから

確認されるようになったことについて、最初に行った侵害コンテンツについての通知を新し

い侵害コンテンツについても有効とし、それに対して必要な措置を取らなかった Google と

Auféminin に LCEN 法第 6 条 I.2 の適用により損害賠償責任を負うとした控訴審の解釈は、

ホストプロバイダーに保存する情報を常に監視し、違法行為を探知する一般的義務を負わせ

るものであり、そのような責任を負わせることは LCEN 法の規定に違反するものであるとい

う点は正しいと判示し、この点について控訴審判決を破棄し、リヨン控訴院に案件を差し戻

す判決を下した。 

 

【実務上の留意点】 

 第 5.1 節で述べたように、知的財産権侵害の案件においてインターネット上の仲介者の

責任はいわゆる「間接侵害」における、侵害者に代位する責任ではなく、仲介者自身の責任、

すなわち、 

★仲介者が収集した情報の内容を知る、若しくはコントロールするといった積極的な役割

を果たしている場合：免責規定が適用されない、著作権や商標権侵害行為の行為者

（「contrefacteur」、いわゆる「直接侵害者」）としての責任、又は 



   

 

120 

 

★「積極的な役割」を果たしていない場合：免責規定の適用されるホストプロバイダーと

して著作権や商標権侵害という「明らかに違法」な行為を気づいていたが、それを防止

するまたはやめさせるために必要な措置を取らなかったという過失による不法行為責任 

のいずれかに基づく責任である。 

 Google や動画配信プラットフォーマーのようにホストプロバイダーであることが判例で

確立されている仲介者に対する訴訟の実務では、訴状でまず侵害行為が LCEN 法第 6 条 I.2

の「明らかに違法」となる条件を満たすために、著作権や商標権侵害が成立するための条件

が満たされていることをそれぞれ関連の知的財産権法上の条文の規定に従って証明し、そ

れに対する仲介者の責任を証明するために、民法の不法行為責任に関する条文を LCEN法第

6 条の規定と共に引用して、過失である対応の遅滞と、被害者が受けた損害、そして過失と

損害の間の因果関係を具体的に証明することになる。 

 一方、プラットフォーマーは著作権や商標権侵害の侵害者ではないことから、それに付随

する不当競業を根拠とした損害賠償請求はできない。権利者はプラットフォーマーに対す

る損害賠償請求においては、LCEN 法を根拠にその過失を証明した請求を行う必要があり、

請求の根拠を間違えると、プラットフォーマーの損害賠償責任が裁判所に認められても支

払いは命じられないので注意が必要である( FR-10 Lafuma Mobilier v. Alibaba et 

autres)。 

 

5.3.4 刑事責任 

5.3.4.1 一般原則 

 インターネット上の仲介者の刑事責任については、LCEN 法第 6 条 I.3 に、ホストプロバ

イダーが侵害コンテンツが明らかに違法であることを認識していなかった場合、または認

識してから直ちに違法なデータを削除またはアクセスをブロックした場合には、刑事責任

を負わないという規定が置かれており、基本的な規定ぶりは、ホストプロバイダーの民事責

任に関する LCEN 法第 6条 I.2と同様である91。 

 LCEN 法第 6条 I.3の規定は、EU 電子商取引指令（2000/31/EC）の前文第 54段落で「加盟

国は本指令により加盟国で導入される法律上の規定について、刑事上の罰則を導入する義

務はない」とされていたのを受けたものである。 

 侵害コンテンツの通知については LCEN 法第 6条 I.5 の規定に従った形式で通知を行う必

要があるが、コンテンツの侵害性が高く、ホストプロバイダーが故意でその削除を怠った場

合には、刑事責任が認められている。 

 

                                                   
91 LCEN 法の同規定については、EU 電子商取引指令（2000/31/EC）の国内法化における法

案審議の際に、刑法学者から、プロバイダーの責任が成立するのは侵害行為の後であるため、

プロバイダーは刑法上侵害者の共犯と見なすことはできないという理由で反対があった 

（Emmanuel Dreyer, « Interrogations sur la responsabilité pénale des fournisseurs d’hébergement », 

2004 年 6 月 1 日論文、Légipresse N°212）。 





   

 

122 

 

5.3.4.2 特別規定 

 LCEN 法は EU 電子商取引指令（2000/31/EC）第 15 条の主旨に沿ってインターネットサー

ビスプロバイダー、ホストプロバイダーは一般的な監視義務を持たないと規定する一方で、

インターネットサービスプロバイダー、ホストプロバイダー双方に対して特定の犯罪性の

高い行為や情報について、積極的に防止措置を取り、通報する義務を課しており（LCEN 法

第 6 条 I.7）、プロバイダーがその義務に違反した場合の刑罰を定めている。 

 プロバイダーに積極的な防止措置が義務づけられている犯罪は以下の 2 つのカテゴリー

である92。 

★報道の自由に関する 1881年 7 月 29日の法律で報道犯罪として刑事罰が規定されている

犯罪：戦争賛美、人道に反する罪の賛美（第 24条第 5項）、人種差別、同性愛者差

別、性別や身体的障害を理由とする差別の挑発（第 24条第 7項、第 8項） 

★刑法上の犯罪：児童ポルノ（刑法第 227-23条）、児童にとって有害なまたは児童の身

体を危険にさらすメッセージ（自殺挑発等）の配信（第 227-24条）、テロの挑発や扇

動（第 421-2-5条）、性的ハラスメント（第 222-33 条）、人身売買（第 225-4-1

条）、売春助長行為（第 225-5条、225-6条） 

 インターネットサービスプロバイダー、ホストプロバイダー共に、利用者がインターネッ

ト上でこうした犯罪に該当すると思われるページを見つけた場合にすぐそれを告発できる

ようにするためのシステムを備える義務があり、本義務に違反した場合や、司法当局が犯罪

者の情報開示を命じる際にその命令に従わなかった場合には、1 年の懲役と最高 25 万ユー

ロ（プロバイダーが個人の場合）、または 125万ユーロ（プロバイダーが法人の場合の罰金

刑に処されうる（LCEN 法第 6条 VI）。 

 フランスのインターネットサービスプロバイダー連合（Association des Fournisseurs 

d’Accès et de Services Internet、AFA93）は、LCEN 法第 6条 I.7で規定されたメンバー

企業の告発システムを統一化する目的で、2010年 11月に、インターネット利用者の誰もが

こうした有害なサイトについて通報することができるサービス、Point de Contact94を開発

した。 

 Point de Contact は現在ではスマートフォンのアプリケーションにもなっているが、こ

こで通報された有害サイトは司法警察中央局の通信技術に関する犯罪防止局95で審査され、

上記犯罪のいずれかに該当するサイトと確定する場合には、AFA のメンバープロバイダーに

                                                   
92 Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit 2020-2021, Dalloz 2020, p.1255. 
93 1997 年に設立、現在のメンバープロバイダーは Bouygues Telecom、Google France、SFR、

Orange、 Microsoft France、Lebara Mobile、Twitter France、Facebook France、BT France、Can'l 、

Vini。 
94 https://www.pointdecontact.net/。 
95  Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la 

communication（OCLCTIC）。フランス内務省は特にテロ対策で、違法コンテンツの通報プラ

ットフォーム PHAROS（Plateforme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des 

signalements、通報の調和、分析、確認と指導プラットフォーム）をシステム化している。 
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5.3.6 まとめ 

 フランス裁判所によって、インターネット上の知的財産権侵害における仲介者の責任が

追及されている案件において打ち出している LCEN法の解釈をまとめると、以下のとおりで

ある。 

 

5.3.6.1 削除請求、その他の侵害行為差止請求 

 権利者は、知的財産権法の規定に基づく権利侵害についての損害賠償請求とは別途に、

LCEN 法第 6条 I.8 に基づいてプロバイダーに対し侵害行為の削除をすることができる（FR-

1 Cartier International et autres v. Bouygues Telecom et autres、パリ大審裁判所、

2020 年 1月 8日レフェレ判決）。 

 権利者の請求により裁判所がプロバイダーに対して侵害サイトの情報削除を命じる場合、

その措置の実施にかかる費用をプロバイダーに負担させることは均衡の原則に即している

（FR-2 Association des producteurs de cinéma et l'Union des producteurs de films 

et autres v. Orange France, Google et autres、破棄院民事第 1 院、2017 年 7月 6日判

決）。 

 

5.3.6.2 発信者情報開示請求 

 インターネット上の侵害行為の被害者が侵害行為の違法性を証明して発信者の身元情報

開示を請求し、司法当局が発信者の身元情報開示をプロバイダーに対して命じる場合には、

プロバイダーはその命令に従う義務がある（FR-3 Publicis Webformance/ Bouygues 

Telecom、パリ大審裁判所、2013 年 1月 30日の命令）。 

 

5.3.6.3 損害賠償請求 

 行為の違法性についてプロバイダーが認識していたことを証明するために必要な通知は、

LCEN 法第 6 条 I.5 で定められた形式に従わなければならない。必要事項の記載が欠けた通

知が行われた場合には行為の違法性についてプロバイダーが認識していたことを証明しな

いため、プロバイダーが侵害コンテンツを削除しなかった、または削除を遅らせたとしても

損害賠償責任は負わない（M. K v. Agence des médias numériques (société AMEN)、破棄

院民事第 1院、2011年 2 月 17日判決（上告番号 09-15857））。 

 権利者がホストプロバイダーに対し、LCEN 法第 6 条 I.5 で定められた形式を守って侵害

コンテンツの通知を行った場合には、ホストプロバイダーは遅滞なくそのコンテンツの削

除または情報へのアクセスブロックを行う義務があり、対応が遅れる場合には権利者はそ

れにより被る損害の賠償をホストプロバイダーに対して請求することができる。 

 ホストプロバイダーの対応に遅滞がある場合には損害賠償責任が認められる（FR-6 

Benetton, Bencom v. Google Inc、パリ控訴院 2007 年 12月 12日判決、FR-7 Flach Film 

et autres v. Google France, Google Inc、パリ商事裁判所 2008 年 2月 20日判決、FR-8 
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120 Films, La Chauve-Souris v. Dailymotion、パリ控訴院 2012 年 5月 9日判決、FR-9 

TF1 et autres v. Dailymotion、パリ控訴院 2014年 12 月 2日判決等）。 

 権利者はホストプロバイダーの責任を追及する場合には、LCEN 法第 6 条 I.2 の規定を根

拠に損害賠償請求をしなければならず、商標侵害の根拠でのみにしか行わない場合には損

害賠償の支払いは命じられない（FR-10 Lafuma Mobilier v. Alibaba et autres、パリ大

審裁判所 2020 年 1月 10 日判決）。 

 ホストプロバイダーの対応に遅滞がない場合や権利者が侵害行為の通知を正しく行わな

い場合には損害賠償責任は認められない（FR-11 Jansport Apparel v. Cdiscount、パリ

大審裁判所第 3 院 2019 年 6月 28 日判決、FR-12 Nord-Ouest production et autres v. 

Dailymotion、破棄院 2011 年 2月 17日判決）。 

 一つの侵害行為を通知してホストプロバイダーが遅滞なく対処した後で、再度同じ侵害

行為が発生した場合には新たに通知を行わなければならず、始めの通知を元に対処の遅れ

を主張して損害賠償を請求することはできない（FR-13 André R., H & K v. Google, 

Auféminin、破棄院第 1院 2012 年 7月 12 日判決）。 

 

第 5.4 節 最近の動き 

5.4.1 インターネット上のヘイトコンテンツ防止のための法律案 

 フランスでは、近年における、特にソーシャルネットワークサイト上での有害コンテンツ

の増加に伴い、隣国のドイツで 2017年 9 月に SNSプラットフォーマーに侵害コンテンツを

24 時間以内に削除することを義務づける法律（ネットワーク執行法（NetzDG）、4.2.2 参

照）が制定されたのを受けて、約 15 年前に制定された LCEN 法を改正して SNS プラットフ

ォーマーを規制するべきだという動きが強まった。 

 その後 2018 年 3月にマクロン大統領はフランスにおける反ユダヤ主義の防止に関する演

説を行い、国会議員の Laetitia Avia を中心とするグループ96にインターネット上の誹謗中

傷の拡散を防止し、この分野に関するプラットフォーマーの規制をより強める措置に関す

る報告書を作成する任務を与えた。 

 2019 年 3月に、Avia 議員により国民議会（Assemblée nationale、フランスの下院）に提

出され、その後議会で修正された「インターネット上のヘイトコンテンツ防止のための法律

案」（通称「Avia 法案」）の内容97は、主に以下のようなものであった。 

 

第 1 条

（ LCEN 法

新 6-2条） 

プラットフォーマーの事業者に、明らかに誹謗中傷と見なされるコンテン

ツ、または人種差別、同性愛者差別、性別や身体的障害を理由とする差別を

挑発するコンテンツについて、通知を受けてから 24 時間以内にそのコンテ

                                                   
96 フランスのユダヤ人団体評議会(CRIF)代表の Gil Taieb と作家の Karim Amellal 
97 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion lois/l15b2062 rapport-fond.pdf、39 頁

以降 
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ンツを削除またはアクセスをブロックすることを義務づけ、違反の場合には

多額の罰金98を視聴覚評議会（Conseil supérieur de l’audiovisuel, CSA）

がプラットフォーマーの事業者に課す。 

第 2 条

（ LCEN 法

第 6 条 I.5

の改正） 

侵害コンテンツの通知をする際に LCEN 法第 6条 I.5 で記載が義務づけられ

ていた事項（5.3.3.2.1 参照）を削減し、利用者がプラットフォーマーに対

する侵害コンテンツの通知をよりしやすくなるように当該侵害コンテンツ

へのアクセスをブロックする請求の法的根拠を政令で定めるリストから選

べるようにする99。 

 

 その他、同法ではプラットフォーマーの事業者に、インターネット上で誹謗中傷を受けた

被害者が取ることのできる措置や告訴の方法について十分な情報を提供する義務を課すこ

とが予定されていた。 

 国民議会で採択された法律案は 2019年 7月に上院議会（Sénat）に提出されたが、その後

8 月に法律案の通知を受けた欧州委員会から、この分野で EU 加盟国での法制度を統一させ

るために委員会で審議中の新しい EU規則案（Digital Services Act）（3.3.1 参照）の採

択を待つようにとの通告を受けたため、2019 年 12 月、上院議会は Avia 法案第 1 条の規定

のうち、プラットフォーマーの事業者に通知から 24時間以内に侵害コンテンツを削除また

はアクセスをブロックすることを義務づける規定を削除する修正案を採択した。 

 法律案について国民議会（与党が多数派を占める）と上院議会（野党特に右派政党が多数

派を占める）で合意に至らなかったため、両院の議員同数ずつから構成される上下両院合同

委員会100で審議が行われたが、結局譲歩には至らず意見不一致に終わったため、2020 年 1月

に両院に再審議のために差し戻された後、5 月 13 日に与党が多数派を占める国民議会で、

プラットフォーマーの事業者に通知から 24時間以内に侵害コンテンツを削除またはアクセ

スをブロックすることを義務づける規定を含めた法律案が可決された101。 

 同法は 2020 年 7月 1日から施行される102ことが予定されていたが、上院議会は法律案の

                                                   
98 全世界における年間売上高の 4％ 
99 通知人の居住地や本社所在地の代わりにメールアドレスの記載を義務づけ、関連するホ

ストプロバイダーで侵害コンテンツを特定するシステムがある場合に、多くの記載を免除

する条項を加えた。 
100 Commission mixte paritaire、国民議会と上院議会で法律案について合意がない場合に、

それぞれの議会の議長で 7 人ずつ任命されるメンバーで構成される。フランスで法律案が

採択されるためには上下両院双方での承認が必要であるが、上下両院合同委員会において

も合意に至らない場合には、政府は国民議会と上院議会に法律案を送り返し、国民議会に

おいて可決された場合に法律となる。 
101 2020 年 5 月 13 日の最終法律案：http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0419 t

exte-adopte-seance.pdf 
102 フランスでは法律案が最終的に採択された後、大統領が公布するが、その前に違憲審査

を憲法院が大統領、首相、国民議会議長または上院議会の申請により行うことができる(フ

ランス第 5 共和制憲法第 61 条)。 
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違憲審査を憲法院に 2020 年 5月 18日に申請し、2010 年 6月 18日、憲法院は法律案のほぼ

全ての条項を違憲と判断する決定103を下したため、プラットフォーマーの事業者に通知から

24 時間以内に侵害コンテンツを削除またはアクセスをブロックすることを義務づける規定

を含めた Avia 法の多くの規定は最終的に公布に至らなかった104。 

 Avia 法の規定で最終的に公布に至ったのは以下の規定である。 

① パリ刑事裁判所における、インターネット上のヘイトコンテンツに関する告訴を専門

的に扱う部署（parquet spécialisé dans les messages de haine en ligne）の設立 

② 侵害コンテンツ通知の簡素化（LCEN 法第法第 6条 I.5、5.3.3.2.1 参照） 

③ 公の場でのヘイトスピーチ監視機関の設置（Observatoire de la haine pour analyser 

les discours haineux）105 

 

5.4.2 デジタル単一市場における著作権指令の国内法化 

 デジタル単一市場における著作権指令を国内法化する期限は 2021 年 6月であり、フラン

スでは、オンライン利用に関する報道著作物の保護についての第 15条の規定は、すでに 2019

年 7 月 24日の法律で国内法化されており、それ以外の規定については、法律でなく政府の

オルドナンス（ordonnance）による立法で国内化される予定である。 

  

                                                   
103 憲法院 2020 年 6 月 18 日判決：https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801

DC.htm。特に法律案の 1 条で規定された侵害コンテンツの違法性を判断する権限を視聴覚

評議会に与えることは表現の自由の過剰な制限であると判断された。 
104 2020 年 10 月に Conflans-Sainte-Honorine で起きたテロ（犯人による SNS プラットフォー

ム上の挑発メッセージが PHAROS に通報されていたが事前に防止できなかった）の後、与

党は憲法院により違憲とされた Avia 法の規定を国会の審議に再度かけることを検討してい

る。 
105 視聴覚評議会（CAN）の下部組織として設立された（https://www.csa.fr/Informer/Toutes-l

es-actualites/Actualites/Observatoire-de-la-haine-en-ligne-analyser-pour-mieux-lutter）。 
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第６章 中国法 

第 6.1 節 仲介者責任についての考え方 

 中国法において、発信者の知的財産権侵害行為に対してプラットフォーマー／プロバイ

ダーが負う法律上の責任を定める最も重要な法令として、次の 4つがある。（時系列） 

★情報ネットワーク伝達権保護条例106 

★権利侵害責任法107（2021 年 1月 1 日に廃止） 

★電子商務法108 

★民法典109（2021 年 1月 1 日から施行） 

 このほか、知的財産権に関する特別法においても、仲介者の責任規定が設けられることが

ある。 

 さらに、これらの法律、行政法規の司法運用に関する司法解釈、政府主管部門の監督管理

に関する部門規則及び各地方政府の法規と規則等は多数存在している。詳細につき、時系列

及び効力の優先順位に基づきまとめた中央レベルの法令一覧表（6.2.4）を参照。 

 以下では、まず、重要な 4つの法令の内容を概観した上で（第 6.2 節）、商標権侵害、著

作権侵害及び特許権等侵害の 3つの場合に分け、仲介者の責任追及の要件（第 6.3 節）を裁

判例と併せてまとめて紹介する。さらに、実務において、権利者側による責任追及の方法や

留意点と仲介者側がよく利用する反論（抗弁）を説明する。 

 

第 6.2 節 仲介者責任についての法的枠組 

6.2.1 民法典と権利侵害責任法 

 2021年 1月 1日から民法典が施行されていることに伴い、権利侵害責任法は廃止された。

民法典の権利侵害責任編は、従来の権利侵害責任法の内容をベースにしながら、大幅に追加

規定や改正を加えたものである。 

 仲介者責任に関する規定は、権利侵害責任法では第 36 条110一条しか置かれていなかった

                                                   
106 「情報ネットワーク伝達権保護条例」は、2006 年 5 月 18 日に中華人民共和国国務院令

第 468 号で公布され、2006 年 7 月 1 日から施行された。2013 年 1 月 30 日に第一回改正が

行われ、同年 3 月 1 日から改正された「情報ネットワーク伝達権保護条例」が施行され

た。本章では、特別な記載がなければ、現行の 2013 年「情報ネットワーク伝達権保護条

例」を「条例」と略称する。 
107 「権利侵害責任法」は、全国人民代表大会常務委員会により、2009 年 12 月 26 日に制

定、同日公布され、2010 年 7 月 1 日から施行された。2021 年 1 月 1 日に、民法典の施行

に伴い、廃止された。 
108 「電子商務法」（主席令第 7 号）は、全国人民代表大会常務委員会により、2018 年 8 月

31 日に制定、同日公布され、2019 年 1 月 1 日から施行された。 
109 「民法典」（主席令第 45 号）は、全国人民代表大会常務委員会により、2020 年 5 月 28

日に採択・公布され、2021 年 1 月 1 日から施行された。 
110 権利侵害責任法第 36 条の条文は 3 項からなり、以下のとおりであった。 

第 36 条 ネットワーク利用者又はネットワークサービス提供者がネットワークを利用し
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受け取っていなかった場合、直ちに講じた措置を解除しなければならない。 

 

 通知－削除プロセスに関しては、電子商務法及び指導意見の定めはほとんど民法典と一

致しているが、細かな点において微妙に異なっている。 

 以下では、電子商務法及び指導意見の関連規定を紹介しながら、民法典と異なる規定につ

き、下線を引く形で表示することとする。 

 有効な通知に関しては、電子商務法第 42条及び指導意見第 5条によると、内容には、①

権利者の真実な身分情報、②権利侵害と思われる初歩的な証拠、③知的財産権の権利証明、

④権利侵害商品や役務を特定できる情報、及び⑤通知内容が真実である旨の保証書等が含

まれ、形式は書面でなければならないと明確にされている。さらに、特許権等に関する通知

の場合、EC サイトプラットフォーマーが権利者に対して、技術特徴もしくは考案特徴に関

する対比の説明、実用新案や意匠に関する評価報告等の提供を求めることができると規定

されている（有効な通知につき、CN-10 を参照）。 

 錯誤の通知に基づく権利者（通知発信者）の損害賠償責任については、民法典においても

規定が置かれているが、電子商務法は、①権利者による ECサイトプラットフォーマーへの

損害賠償責任を規定しておらず、②通知発信者が悪意で間違った通知をする場合の二倍の

懲罰的損害賠償責任を規定しているとの 2点において、民法典と若干異なっている。 

 なお、前記の「悪意の通知」の認定に関して、指導意見第 6条は考慮要素を定めている。 

 電子商務法第 42条第 2項によると、通知を受け取った後、ECサイトプラットフォーマー

は遅滞なく必要な措置を講じ、そして当該通知をプラットフォーム内の経営者に転送しな

ければならない。 

 「必要な措置」については、指導意見第 3条は、民法典の関連規定の精神を取り入れて、

EC サイトプラットフォーマーが「権利の性質、権利侵害の情状や技術的条件、権利侵害の

初歩的な証拠、サービスの類型」により、合理的かつ慎重の原則に沿い、必要な措置を選定・

実施すると定めている。さらに、プラットフォーム内の経営者が数回にわたって故意に知的

財産権を侵害した場合、当該経営者との取引やサービスの終止措置をとることもできると

明記している。 

 なお、指導意見第 10条は、措置の合理性を判断する時の考慮要素も規定している。 

 プラットフォーム内の経営者による権利侵害不存在の声明の要件に関しては、指導意見

第 7 条に定めがある。 

 即ち、声明の内容には、①プラットフォーム内の経営者の真実な身分情報、②権利/授権

の証明等、権利侵害行為の不存在に関する初歩的な証拠、③特定できる、必要な措置の終了

を求める商品又はサービスの情報、及び④声明内容が真実である旨の保証書等が含まれ、声

明の形式は書面でなければならない。 

 また、特許権等に関する声明については、EC サイトプラットフォーマーがプラットフォ

ーム内の経営者に技術特徴や考案特徴の対比説明資料の提出を求めることができる。 
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第 20 条 

 ネットワークサービス提供者は、サービス対象者の指示に基づきネットワーク自動接続サ

ービスを提供し、又はサービス対象者が提供する著作物、実演、録音録画製品に対して自動

伝送サービスを提供し、かつ次の各号に掲げる条件を備えている場合は、賠償責任を負わな

い。 

(1) 伝達された著作物、実演、録音録画製品が選択されず、かつ改変されていない場合 

(2) 指定したサービス対象者に当該著作物、実演、録音録画製品を提供し、かつ指定したサ

ービス対象者以外のその他の者が取得することを防止した場合 

 

第 21 条 

 ネットワークサービス提供者は、ネットワーク伝送効率を向上させるため、その他のネッ

トワークサービス提供者から取得した著作物、実演、録音録画製品を自動保存し、技術的処

理に基づき自動的にサービス対象者に提供し、かつ次の各号に掲げる条件を備えている場合

は、賠償責任を負わない。 

(1) 自動保存した著作物、実演、録音録画製品を改変していない場合 

(2) 著作物、実演、録音録画製品を提供したもとのネットワークサービス提供者が、サービ

ス対象者の当該著作物、実演、録音録画製品の取得状況を把握することに影響しない場合 

(3) もとのネットワークサービス提供者が当該著作物、実演、録音録画製品を修正、削除又

は遮断する際に、技術的処理に基づき自動で修正、削除又は遮断するとき 

 

第 22 条 

 ネットワークサービス提供者は、サービス対象者のために情報保存スペースを提供し、サ

ービス対象者がこれにより情報ネットワークを通じて公衆に著作物、実演、録音録画製品を

提供し、かつ次の各号に掲げる条件を備えている場合は、賠償責任を負わない。 

(1) 当該情報保存スペースがサービス対象者のために提供するものであることを明確に明

示し、かつネットワークサービス提供者の名称、連絡者、ネットワークアドレスを公開して

いる場合 

(2) サービス対象者が提供する著作物、実演、録音録画製品を改変していない場合 

(3) サービス対象者が提供した著作物、実演、録音録画製品の権利侵害を知らない又は知り

得べき合理的な理由がない場合 

(4) サービス対象者が提供した著作物、実演、録音録画製品から直接、経済的利益を得てい

ない場合 

(5) 権利者の通知書を受領した後、本条例の規定に基づき権利者が権利侵害だと考える著作

物、実演、録音録画製品を削除した場合 

 

第 23 条 
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する紛争で、著作権以外の知的財産権（商標権、意匠権、実用新案権及び特許権）の権利帰

属と権利侵害案件はインターネット法院により管轄されるのか、特に同条第(7)号に定める

「財産権等民事権益」に商標権や特許権等が含まれているのかについては、16 号解釈の文

言上明確ではない。この点に関し、裁判では、商標権・特許権といった知的財産権の権利侵

害紛争が 16 号解釈第 2 条第(7)号に定める「財産権等民事権益」の侵害紛争に含まれてい

ないとする判決はある114。 

 以上のように、インターネット法院により管轄されるかどうかについては、具体的な事案

につき、ケースバイケースで判断する必要があると思われるが、大雑把に分けて述べると、

著作権（隣接権）及びドメインネームに関する ISP責任の紛争案件は、インターネット法院

により受理され、商標権・特許権侵害に関する ISP責任の紛争案件は、インターネット法院

により受理されないと解される。 

 インターネット法院が管轄する案件の場合、通常の訴訟にある各ステップはインターネ

ット法院においてオンラインで進められることになる。 

① 原告がインターネット法院のプラットフォーム115において登録・認証を行う。 

② 提訴：原告・被告の情報、訴訟理由、訴訟目的を入力し、訴状及び関連証拠をアップロ

ードする。 

③ 受理及び費用の納付：人民法院は受理かどうかを審査・決定し、原告はネット上提訴の

進行状況を確認し、受理された場合、訴訟費用を納付する。 

④ 被告への送達：受理された案件につき被告に知らせる。 

⑤ 被告による登録・認証、かつ、被告が関連情報をオンラインで提供し、資料をアップロ

ードする。 

⑥ オンラインで当事者間で証拠を交換する。 

⑦ オンラインで法廷を開く（法廷審理日の前に、システムのテストが行われる）。 

⑧ 判決と送達（判決の送達はオンライン方式と郵送方式との両方で行われる）。 

 また、北京、杭州及び広州インターネット法院がそれぞれ制定した案件審理規則において

は、オンライン審理方式のほか、オフライン（offline）審理方式も例外として設けられて

いる。例えば、北京市インターネット法院電子訴訟法廷審理規範では、「オンライン審理の

条件が具備されていない案件又はオンライン審理に適していない案件についてはオフライ

                                                   
114 商標権侵害及び不正競争紛争事件では、北京市知識産権法院は、知的財産権紛争は 16

号解釈第(7)号に該当せず、インターネット法院の案件受理範囲に属しないと判じた

（(2019)京 73 民轄終 507 号）。また、特許権侵害紛争では、最高人民法院は、特許権侵害

紛争が 16 号解釈(7)号に該当せず、インターネット法院が特許権侵害紛争につき管轄権を

有しないと判じた（(2019)最高法知民轄終 183 号）。 
115 プラットフォームは、次の 3 つを指す。 

- 北京市インターネット法院電子訴訟プラットフォーム

（https://www.bjinternetcourt.gov.cn） 

- 杭州インターネット法院訴訟プラットフォーム（https://www.netcourt.gov.cn） 

- 広州インターネット法院（https://ols.gzinternetcourt.gov.cn）。 
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ン方式に換えることができる」とされており、「身分を現場で確認したり、原本や実物を確

認したりする必要がある場合、当事者の申請により、又は人民法院が自己の権限に基づきオ

フライン方式の審理に決定することができる。」と定められている。 

 また、3つのインターネット法院の操作規範等を確認したところ、大きな流れとしてほぼ

同じであるが、細かな点において若干差異が存在している。例えば、北京市インターネット

法院は、前記⑤と⑥の間、訴訟前保全申立や訴訟の撤回申立もオンラインで行われるステッ

プが用意されているのに対し、杭州と広州のプラットフォームにおいてはこのようなステ

ップが表示されていない。 

 インターネット法院が下した判決に対する上訴審の管轄人民法院については、北京の場

合、北京市第四中級人民法院又は北京知識産権法院116へ、杭州の場合、杭州市中級人民法院

へ、広州の場合、広州市中級人民法院へ上訴する、と規定されている。 

 以上のように、インターネット法院の案件受理範囲やインターネット法院における審理

方式等からすれば、現時点では、インターネット法院の設立と運営による、知的財産権侵害

関連の ISP責任に関する案件の審理への影響は限定的であると考えられる。 

 ただ、新型コロナウイルス感染症の影響で、2020 年から、通常の訴訟においてもオンラ

イン審理方式がよく利用されるようになっており、将来、オンライン審理の実務の積み重ね

によって、インターネット法院の案件受理範囲がさらに拡大される可能性があると予想さ

れる。この意味において、ISP 責任の裁判実務を研究するために、インターネット法院の発

展も引き続き見守ることが必要である。 

 

第 6.3 節 仲介者責任追及の要件と実務 

6.3.1 削除請求、その他の差止請求 

6.3.1.1 削除請求 

 民法典及び権利侵害責任法の関連規定によれば、法定の要件を満たせば、ISP は間接権利

侵害責任（幇助権利侵害責任、教唆権利侵害責任）を負うとされている。 

 権利侵害責任を負う方法については、権利侵害責任法第 15条及び民法典第 179条におい

て、主に次のような方法が用意されている。案件により、これらの方法は、単独で適用する

ことも、併用することもできるとされている。 

(1) 侵害の停止 

(2) 妨害の排除 

(3) 危険の除去 

(4) 財産の返還 

(5) 原状の回復 

(6) 損害賠償 

                                                   
116 著作権関連案件とドメインネーム関連案件は北京知識産権法院へ、ほかの案件は北京

市第四中級人民法院へ上訴するとされている。 
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6.3.1.2 差止請求 

 民事訴訟法第 100 条117（訴訟中の保全申立）、第 101 条118（訴訟前の保全申立）及び関連

する司法解釈119により、知的財産権紛争事件の当事者は人民法院に対して訴訟前又は訴訟中

（即ち、訴訟が提起されている又は訴訟の提起を前提としている）保全措置を申立てること

ができるとされている。中国法に基づく保全措置は、財産保全、証拠保全及び行為保全との

三種類が含まれている。 

 しかし、インターネットにおける知的財産権紛争案件、特に ISPの法的責任の認定に関す

る案件において、前記の保全措置が適用できるかどうかに関しては、6.2.1～6.2.3 で紹介

した 4 つの重要な法令において明確に規定されていなかったため、実務では、明確ではなか

った。 

 2019 年半ば頃、人民法院は次のような事案を通して、ISPの法的責任に関する事案におい

ても、権利者による侵害行為の対象の削除を求める行為保全措置（CN-3）も、プラットフォ

ーム内の経営者による削除された内容の回復を求める保全措置（CN-4）も申し立てることが

できる、という方針を明らかにした。 

 

                                                   
117 民事訴訟法 100 条【訴訟中の保全申立】 

 人民法院は当事者の一方の行為又はその他の事由によって、判決が執行困難となり、又

は当事者にその他の損害をもたらすおそれのある事件については、相手方当事者の申立に

基づいて、その財産に対する保全を行い、それに一定の行為をするよう命じ、もしくはそ

れに一定の行為をしないよう禁止する裁定を下すことができる。当事者が申立を提出しな

い場合において、必要なときは、人民法院は、保全措置を執る裁定を下すこともできる。 

人民法院が保全措置を執る場合には、申立人に担保の提供を命ずることができる。申立人

が担保を提供しない場合には、申立の却下を裁定する。 

 人民法院は、申立を受けた後に、状況が緊急であるものについては、48 時間以内に裁定

を下さなければならない。裁定により保全措置を執る場合には、直ちに執行を開始しなけ

ればならない。 
118 民事訴訟法 101 条【訴訟前の保全申立】 

 利害関係人は、緊急な状況により直ちに保全の申立をしなければその者の合法的権益に

つき補償することの困難な損害を受けるおそれのある場合には、訴訟を提起し、又は、仲

裁を申し立てる前に、被保全財産の所在地、被申立人の住所地にあり、又は事件の管轄権

を有する人民法院に保全措置を執ることを申し立てることができる。申立人は、担保を提

供しなければならず、担保を提供しない場合には、申立の却下を裁定する。 

 人民法院は、申立を受けた後、48 時間以内に裁定を下さなければならない。裁定により

保全措置を執る場合には、直ちに執行を開始しなければならない。 

 申立人が人民法院において保全措置が執られた後 30 日以内に法により訴訟を提起せ

ず、又は仲裁を申し立てない場合には、人民法院は、保全を解除しなければならない。 
119 「知的財産権紛争の行為保全案件に関する法律適用の若干問題の規定」(法釈[2018]21

号)は、最高人民法院により 2018 年 12 月 12 日に公布され、2019 年 1 月 1 日から施行され

た。本章では、「21号法釈」という。 
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提訴を受け、天猫会社が本件問題商品のリンクを切断した。一審において、曵頭会社が削除

されたリンクを回復するよう保全申立を人民法院に提出した。 

【裁定】 

 訴訟前、天猫会社は権利者及び販売者両方の主張を受け入れ、第三者に権利侵害の有無の

鑑定を依頼し、その鑑定の結論（権利侵害を構成しないということ）に基づき、リンクを保

留することにした。訴訟が提起された後、丁氏からリンクの削除を求める通知を再度受けた

ため、リンクを削除することにした。この一連の天猫会社の対応は妥当であると認定した。 

 丁氏の意匠権と権利侵害と訴えられた商品との比較を行い、また丁氏の訴外別件の意匠権

が既に無効審判で無効とされたという事実を考慮し、曵頭会社が製造・販売している本件問

題商品は丁氏の意匠権を侵害する可能性が低いと判断した。 

 本件問題商品の販売は商業信用の積み重ねと販売のタイミングに頼るところが大きく、か

つ季節性を有する商品であるため、リンクを回復しないと、曵頭会社に補償することが困難

な損害をもたらしてしまう恐れがあると判断した。 

 また、曵頭会社が一定の担保を提供した。 

 上記の理由で、曵頭会社の申立が認められ、天猫会社が直ちに削除されたリンクを回復す

るよう命じた。 

 

 上記の保全申立事例を受け、最高人民法院は、2020 年 9 月、指導意見及び「ネットワー

クの知的財産権権利侵害紛争に関わる法律適用問題に対する回答」120（法釈[2020]9 号）と

いう 2 つの司法解釈を公布した。 

 指導意見第 9 条第 1 項は、情状が緊急で、EC サイトプラットフォーマーが直ちに商品の

撤去等措置を実行しないと、権利者の合法的な利益に補償することの困難な損害をもたら

すおそれがある場合、知的財産権者が民事訴訟法第 100 条及び第 101 条に基づき、人民法

院に対し保全措置をとるよう申立てることができる、と規定している。 

 指導意見第 9 条第 2 項は、情状が緊急で、EC サイトプラットフォーマーが直ちに商品の

リンクを回復しない、又は、発信者が直ちに通知を撤回せず若しくは通知の発信等行為を停

止しないと、プラットフォーム内の経営者の合法的な利益に補償することの困難な損害を

もたらす恐れがある場合、プラットフォーム内の経営者が民事訴訟法第 100条及び第 101 条

に基づき、人民法院に対し保全措置をとるよう申立てることができる、と定めている。 

 回答 9号第 1 条においても、知的財産権者は、その権利が侵害されていると主張し、かつ

ISP や EC サイトプラットフォーマーに削除、非表示、リンクの切断等商品撤去措置を直ち

にとるよう求め、保全を申立てる場合、人民法院は法により審査し、裁定を下すものとする

と明記されている。 

                                                   
120 最高人民法院は、2020 年 9 月 12 日に「ネットワークの知的財産権権利侵害紛争に関わ

る法律適用問題に対する回答」（法釈[2020]9 号）が公布され、同年 9 月 14 日より施行開始

とされた。本章では、「回答 9号」という。 
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 以上のように、権利者が EC サイトプラットフォーマーだけではなく、ISP 一般に対し、

その知的財産権侵害行為の対象の削除を求めるための保全申立については、指導意見及び

回答 9 号の公布・施行により、司法運用の方針や基準がより安定で明確なものになってい

る。 

 つまり、通常の保全申立手続と同様、民事訴訟法及び 21 号法釈に定める手順に従って、

①権利者が侵害対象の削除等を求めるための保全申立理由書及び関連書類を管轄人民法院

に提出し、②人民法院により審査が行われた後、③（緊急の場合、48時間以内）保全措置を

取る旨の裁定又は申立を却下する旨の裁定が下されることになる。 

 関連法令や保全申立の裁判例によれば、人民法院による保全申立の審査の重点、即ち、保

全申立が認められるための実質的な要件として、主に①権利者が安定した知的財産権を有

すること（21 号法釈第 8 条）、②緊急事態であること（21号法釈第 6条）、③補償すること

の困難な損害を生じえること（21 号法釈第 10 条）、及び④申立人側が担保を提供すること

（21 号法釈第 11 条）との 4つが挙げられる。 

 

6.3.2 発信者情報開示請求 

 中国の関連法令によると、ISP は権利者に対しその要請に応じて発信者情報を開示しなけ

ればならないという義務を負っていないが、行政機関や人民法院に対し、行政命令や判決等

に基づき発信者情報を開示するよう命じられる場合、ISP は発信者情報を開示しなければな

らないと解される。 

 したがって、知的財産権者は次の条文を根拠にして ISP が発信者情報を開示するよう求

め、行政機関に対して摘発を行い、又は人民法院に対し訴訟を提起することが可能であると

考えられる。 

★ 電子商務法第 25条121  

★ 条例第 25 条  

★ 最高人民法院の「情報ネットワークを利用して人身権益を侵害する民事紛争事件の審

理における法律適用の若干問題に関する規定」122第 3条 

 実際、著作権（情報ネットワーク伝達権）、人身権（名誉権）が侵害された事案において、

ISP の発信者情報開示義務の有無が争点となった裁判例がある（CN-5、CN-6 を参照）。 

 CN-6 によると、ISP に発信者情報開示だけを請求する案件において、人民法院は訴えら

れた権利侵害を構成するかどうかを実質的に審理しないということが分かった。判決文か

                                                   
121 電子商務法第 25 条によれば、主管部門が関連法律、行政法規に基づき EC サイトプラ

ットフォーマーに関連電子商取引データを提供するよう求める場合、EC サイトプラット

フォーマーがそのデータを提供しなければならないとされている。 
122 最高人民法院が 2014 年 6 月 23 日に公布し、同年 10 月 10 日より施行となったが、

2020 年 12 月 29 日に第一回改正が公布されており、改正後の同規定が 2021 年 1 月 1 日よ

り発効・施行となっている。本章では「11号解釈（2020年改正）」といい、修正前の同規

定を特別に指す場合に限って「11号解釈」という。 
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報を得るために、EC サイトプラットフォーマーと現地当局との工夫により作られた簡易な

行政摘発手続であると理解される。ただ、中国全土すべての地域で、すべての EC サイトプ

ラットフォーマーに対しこのような簡易手続が用意されているとは限らないため、ケース

バイケースで確認する必要がある。 

 また、上記に関連して、消費者の場合、消費者権益保護法第 44条に基づき、自己の権益

が侵害されたという理由で、プラットフォーム内の経営者に対して損害賠償を求める際に、

EC サイトプラットフォーマーがかかる経営者の真実の氏名（名称）、住所及び有効な連絡先

を提供できなかった場合、消費者は ECサイトプラットフォーマーに対し損害賠償を請求す

ることもできるとされている。これに関する裁判例125も存在している。 

 

6.3.3 損害賠償請求 

6.3.3.1 すべての知的財産権侵害に共通する ISP 民事責任の要件 

 前記の民法典、電子商務法等関連規定によれば、仲介者による権利侵害責任（間接責任）

については、主に次の 2 つのパターンがあると思われる。 

 一つは、仲介者が権利者からの通知を受けた後、遅滞なく必要な措置を講じなかった場合、

拡大された権利者の損害につき、利用者とともに連帯責任を負うとされている。 

 もう一つは、仲介者が利用者による知的財産権侵害行為を知り、又は知り得べきであるに

もかかわらず、必要な措置を講じなかった場合、利用者とともに連帯責任を負うとされてい

る。 

 上記の規定によると、仲介者が利用者とともに連帯責任を負うには、次の要件をすべて満

たす必要があると思われる。 

 (1) 前提：利用者による権利侵害行為が成立し、知的財産権侵害責任を負うこと。 

 (2) 仲介者の主観上、過失があること。 

  A. 仲介者の過失とは、利用者の権利侵害行為を「知り又は知り得べき」である場合を

意味する。 

  B. 「知り」「明らかに知り」については、民法典、電子商務法及び関連する司法解釈

では、特に明確な判断基準が規定されていないが、著作権（情報ネットワーク伝達権）

に関しては、20号解釈（2020 年改正）において具体的な解釈が示されている（後述

6.3.3.2 参照）。 

  C. 「知り得べき」については、電子商務法関連の指導意見第 11条において具体的な

認定基準が規定されている（6.2.2 参照）。著作権（情報ネットワーク伝達権）に関

しては後述 6.3.3.2 参照。 

                                                   
125 https://www.xsgou.com/news/baokan/32947.html （蕭山法制新聞掲載、中国財経観察ネッ

ト 2015 年 12 月 21 日に転載）。報道によると、淘宝会社が模倣品販売の店舗情報の開示を

拒否したため、消費者が淘宝会社を相手にし損害賠償を請求したところ、一審及び二審と

も消費者の主張を支持する判決を下したということである。 
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 (3) 客観上行為の態様として、遅滞なく必要な措置を講じなかったこと。 

 (4) 法令上特に明記されていないが、通常、権利侵害責任権利者の要件として、損害の

発生及び損害と権利侵害行為(利用者の直接侵害行為及び仲介者の間接侵害)との因果

関係も必要であること。 

 

6.3.3.2 著作権（情報ネットワーク伝達権）侵害（教唆権利侵害、幇助権利侵

害） 

 6.2.3 で紹介したとおり、20 号解釈（2020 年改正）は、仲介者の情報ネットワーク伝達

権の権利侵害責任の認定について詳細な規定を設けている。以下では、主観的な「過失」及

び客観的な行為を中心に説明する。 

(1) 客観上、行為の態様として、教唆権利侵害行為と幇助権利侵害行為との 2 つがある。 

 20 号解釈（2020 年改正）第 7 条によると、①「ISP は言語、推奨技術サポート、奨励

ポイント等方式を利用して利用者に情報ネットワーク伝達権の侵害行為の実施を誘導し、

奨励する場合、教唆権利侵害行為を構成すると認めるものとする」（同条第 2項）、②「ISP

は利用者がネットワークを利用して情報ネットワーク伝達権を侵害したことを明らかに

知っており、又は知り得べきであるにもかかわらず、削除、非表示、リンクの切断等必要

な措置（必要な措置の判断基準に関する裁判例として後述 CN-11 を参照。）を講じなかっ

た場合、又は技術サポート等幇助行為を提供した場合、幇助権利侵害行為を構成すると認

めるものとする」（同条第 3項）と定めている（幇助権利侵害が認められた裁判例として

後述 CN-8、CN-9、否定された裁判例として CN-7、CN-10、CN-11 を参照）。 

 ISP には教唆侵害行為、幇助侵害行為があった場合、権利侵害責任を負わなければなら

ない（同条第 1項）。 

(2) 主観上、過失があること。 

 主観上の要件については、20号解釈（2020 年改正）第 8条では、「ISPが教唆権利侵害

責任又は幇助権利侵害責任を負うべきかどうかを決めるには、ISPの過失による」、「過失

には、利用者の権利侵害行為を明らかに知っており、又は知り得べきであることが含まれ

る」と規定されている。 

 また、過失の有無と ISP によるコンテンツ内容の自発的審査義務との関係については、

仲介者が利用者の権利侵害行為を自発的に審査していない場合、人民法院はこれに基づ

き仲介者に過失があると認定してはならないと明確に定めている（同条第 2項）。 

 さらに、過失があることに対する ISP 側の抗弁事由として、合理的で有効な技術措置を

講じたにもかかわらず、利用者の権利侵害行為を発見できないと証明できる場合、仲介者

に過失がないと認定する（同条第 3項）と定めている（ISPによる技術抗弁に関し、裁判

例 CN-7、CN-10 を参照）。 

 上記主観要件の 1つである「明らかに知っており」については、20号解釈（2020 年改

正）第 13 条は、ISP が権利者から、書簡、ファクシミリ、電子メール等方法で発送され
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た「通知」及び権利侵害を構成する初歩的な証拠を受けた場合、ISP がかかる権利侵害行

為を「明らかに知っている」と認定すべきである、と定めている（通知の有効性判断に関

する裁判例 CN-10 を参照）。 

 これに関連して、「遅滞なく」をいかに判定するかについては、権利者による通知の方

式、通知の正確性、措置の難易度、サービスの性質、関係している作品/演出/録音録画製

品の類型/知名度/数量等要素を総合した上で判断するとされている（後述裁判例 CN-9 を

参照）。 

 もう一つの主観要件である「知り得べき」を構成するかどうかに関する主な判断要素と

しては、次のとおりの事項が列挙されている（20号解釈（2020年改正）第 9 条）。 

① ISPが提供するサービスの性質、方式及び権利侵害を引き起こす可能性の程度や相応

する情報管理能力（CN-8） 

② 作品、演出、録音録画製品の類型、知名度及び権利侵害情報の顕著性 

③ ISPが作品、演出、録音録画製品に対して自主的に選択、編集、改正、推薦等を行う

か否か 

④ ISPが積極的に合理的な権利侵害の予防措置をとっているか否か 

⑤ ISPが権利侵害通知を受け取り、かつ迅速に反応するための便利なプログラムを設置

しているか否か 

⑥ 同一の利用者による権利侵害行為の繰り返しに対し、合理的な措置をとっているか

否か（CN-9） 

 これに関連して、20号解釈（2020 年改正）第 10条は、ISPは人気の映画ドラマ作品等

につき、ランキング、目次、索引、ディスクリプション、内容の案内等を設置する方式で

推薦し、かつ、公衆がそのウェブサイトでダウンロード、閲覧又はその他の方式で得るこ

とができる場合、利用者の権利侵害行為を「知り得べき」であると認定できる、と規定し

ている。 

 さらに、情報保存スペースを提供する ISPについては、条例第 22条ではその免責要件

が規定されている（6.2.3 参照）。これに関し、20号解釈（2020 年改正）はその責任の認

定要件につき、次のいずれか１つに該当する場合、「知り得べき」であると認定できる、

と定めている（20号解釈（2020 年改正）第 12条）。 

① 人気映画やドラマ等作品をトップページ又はその他の主要ページ等、ISP により明ら

かに感知される場所に設置する場合 

② 人気映画やドラマ等作品の主題、内容を自主的に選択し、編集し、整理し、推薦し、

又はランキングを設置する場合 

③ 作品、演出、録音録画製品が許可なしで提供されたものと明らかに感じられるにもか

かわらず、合理的な措置を講じなかった場合（CN-8） 

 以上のように、仲介者のネットワーク伝達権の権利侵害責任（間接侵害行為に基づく責任）

が認められた場合は、裁判では、侵害行為の停止、影響の除去、謝罪、及び/又は損害賠償
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(2) 阿里雲会社の権利侵害責任の有無については、 

 一審の人民法院は、有効な通知を受領した日から関連サーバーを閉めるまでの 8 か

月間において、被告阿里雲会社がいかなる措置も取らなかったため、主観上過失があ

り、損害を持続的に拡大させた。したがって、法的責任を負うべきと判断した。 

 二審の人民法院は、原告の通知が無効であるため、阿里雲会社は、その貸し出したサ

ーバーに権利侵害ゲームソフトが保存された行為につき、主観上過失がないため、権利

侵害責任を負わないと判断した。 

 更に、二審は、仮に原告の通知が有効であるとした場合、被告阿里雲会社にとって必要

な措置とは何かについても意見を展開した。主なポイントは次のとおりである。 

★ 条例に基づく「通知－削除」プロセスの下で、「通知の転送」は単にプロセスの一環

であり、一つの必要な措置とは解されていない（条例第 15条）。 

★ しかしながら、通知－削除というプロセスが条例以外の領域まで拡大適用されるこ

とにつれ、通知の転送は単独で一つの必要な措置にする意義が生じるようになった。特

に、いきなり削除措置が取られると妥当ではないと思われる状況において、通知の転送

は必要な措置の一つと見なすことができる。 

★ 本件においては、被告阿里雲会社が提供しているクラウド・サーバーのレンタルサ

ービスの技術的特徴を考えると、仮に有効な通知を受けたとしても、被告は、「サーバー

を閉める」又は「サーバー内の全てのデータを強制的に削除する」といった措置をとる必

要もない。ただ、仮に通知が有効であるとした場合、本件被告は通知の転送という必要な

措置をとるべきであるため、通知の転送を遅滞なく行わなかった場合、権利侵害責任を

負うべきである。 

【関連事案】 

 中国における ISP責任の関連立法の時系列（6.2.4）によると、「通知－削除」ルールは

最初に条例にて規定され、条例の適用範囲（情報ネットワーク伝達権侵害）のみ適用でき

るものであった。その後、権利侵害責任法の公布・実施により、ISP の責任に関し、「通

知－削除」ルールはほかの領域（即ち情報ネットワーク伝達権以外の領域）まで適用範囲

が拡張されるようになった。しかしながら、権利侵害責任法に定める「通知－削除」ルー

ルは条例より簡単で、条例が適用できない領域の案件で、権利侵害責任法を適用すると、

条例にあり、権利侵害責任法にない規定（例えば通知の転送等）が当該案件に適用しても

よいのかという疑問が生じた。裁判実務でも、一時的な話題になった。 

                                                   

知が有効であると認定すべきである。 

（1）通知者の氏名（名称）及び連絡先、 

（2）必要な措置をとるよう求める IP アドレス、又は権利侵害内容の位置が特定できるに

は十分に足りるほどの関連情報、及び 

（3）通知者が関連情報を削除するよう求める理由。 

 被権利侵害者が発送した通知は上記の条件を満たしていないため、ISP が免責を主張す

る場合、人民法院は支持すべきである。」 
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①②に関連しているかもしれないと推測される）。 

【判旨】 

 一審及び二審とも、テンセント会社の幇助権利侵害責任を否定したが、理論構成が異な

っている。 

 一審の観点は次のとおりである。①条例は 4種類の ISPを定めている。そのうち、自動

接続又は自動転送のサービスを提供する者（基礎性 ISP）にとっては、利用者がアップロ

ードした内容を審査できず、正確に権利侵害の内容を特定し、かつ削除することができな

いため、条例第 20条は、実質上自動接続又は自動転送のサービスを提供する ISPによる

権利侵害責任が免除されたと解される。そこで、②権利侵害責任法第 36条も、縮小して

解釈されるべきである。即ち、同条は情報保存スペースプロバイダー及び検索・リンクサ

ービスプロバイダーとの 2 種類の ISP のみ適用し、自動接続又は自動転送のサービスを

提供する 2 種類の ISP に適用しないと解されるべきである。③テンセント会社の本件サ

ービスは、基礎性の接続サービスであって、条例及び権利侵害責任法の規定が適用される

ことなく、幇助権利侵害責任を負わないと判定した。 

 上記に対して、二審人民法院は、一審の観点①②を否定して、テンセント会社が提供す

る本件サービスにつき、やはり権利侵害責任法の関連規定が適用されるべきであるとし

た上、本件では、原告刀豆会社が通知をテンセントに発送しなかったため、テンセント会

社は当該権利侵害行為のことを知らないこととなり、権利侵害責任法第 36条により、被

告に主観上過失がなく、幇助権利侵害責任を負わないと判定した。 

 さらに、「必要な措置」については、二審判決は、仮にテンセント会社が有効な通知を

受けたとした場合、テンセント会社は、削除・非表示・リンクの切断という必要な措置に

限らず、サービスの属性、方式、種類、権利侵害のパタン、特徴及び深刻の程度を総合的

に考慮した上で、技術上実現でき、合理的でかつ必要な限度を超えない「必要な措置」を

取れればよいという意見を述べた。 

 

 本件一審及び二審の判決から、被告テンセント会社のような基礎性サービスを提供する

ISP に対しても、条例第 20 条の規定があるにもかかわらず、ほかの関連法令により、「通知

－削除」ルールが依然として適用されることが分かった。即ち、このような相手に対して、

権利者はやはり有効な通知を出さなければならないため、注意が必要である。 

 また、本件判決は、「必要な措置」に関する判定基準につき議論を展開しており、権利者

にとって、必要な措置に関する司法判断の基準への理解を深めることができる。 

 

6.3.3.3 商標権侵害に関する仲介者の責任（幇助権利侵害） 

 商標法第 57 条第 6号によれば、他人の商標権（登録商標専用権）を侵害する行為に対し、

故意に便宜を与え、他人による商標権の侵害行為の実施を幇助した場合、商標権を侵害した

行為に該当するものとする、と規定されている。 
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については、模倣品（偽ブランド商品）販売罪に該当し、経営者たちは、有期懲役に処さ

れ、併せて罰金を課されるという刑罰を受けた、ということであった。 

【判旨】 

 被告シン銘会社の責任に関し、一審判決は、被告シン銘会社が被告首フン会社による商

標権の侵害行為の存在を明確に認識したにも関わらず、合理的な注意義務を履行せず、侵

害行為の発生を有効に制止するような措置を一切講じなかったと認定した。詳細な理由

は次のとおりである。 

① 被告シン銘会社が米国のサーバープロバイダーからの通知メールを受け取った後、

被告首フン会社に状況を聞いただけで、通知されたサイトの状況を実際に確認しなかっ

た。「lv.olineaaa」ウェブサイトにおいて、販売している一部の商品に模倣品であるとの

明確な表記がある。つまり、シン銘会社は少しウェブサイトの状況を確認すれば、首フン

会社の違法販売行為が把握できるはずであった。 

② 被告シン銘会社は「lv.olineaaa」ウェブサイトのサーバーの貸与先として、当該ウ

ェブサイトの建設と運営状況について知り、また知る能力がある。技術上、ウェブサイト

の遠隔監視とコントロールを行うこともできる。 

 以上により、一審人民法院は、商標法（2001 年）第 52条第(1)号と第(2)号、商標法実

施条例（2002 年）第 50 条第(2)号により、被告シン銘会社が「便宜を与える」行為を実

施し、商標権の幇助侵害行為に該当すると判断した。したがって、被告首フン会社ととも

に、原告に対し、計人民元 432 万 8,474 元の損害賠償責任を連帯して負うものとする、と

命じた。 

 なお、一審後、被告首フン会社及びその経営者らが上訴したが、被告シン銘会社が上訴

しなかった。よって、本件の二審判決は、一審の被告シン銘会社に対する事実の認定、法

律の適用及び損害賠償金額の算定等について、変更はない。 

 

 本件判決は、模倣品業者の責任だけではなく、当該中間業者（サーバーレンタル・サービ

スプロバイダー）の商標権幇助侵害責任も認定した。この結論は、模倣品業者にネットワー

クサービスを提供する者に警鐘を鳴らす効果が期待されている。 

 近年、一部の模倣品業者がオンライン方式で模倣品販売を継続しており、中国国内の法律

の適用や法的責任を回避するため、サーバーを中国国外に移したり、海外のサーバーをレン

タルしたりして違法行為を行おうとしている。この意味では、本件商標権者が、模倣品業者

の損害賠償責任（関連刑事裁判ではその刑事責任も）を追及しただけではなく、模倣品業者

にサーバーをレンタルした業者の商標権幇助侵害責任も追及できたことは、今後の模倣対

策に大変参考となるのではないかと考える。 

 本件一審判決は、ISP（被告シン銘会社）の責任を認定するに際し、権利侵害責任法第 36

条等に基づく「通知－削除」ルールや必要な措置といった論点に全く触れなかった。即ち、

判決は、商標法及びその関連規定を中心とした議論で、ISPの商標権幇助侵害責任を認定し
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関する若干規定の解釈」129第 7条によると、アリババ会社は原告の通知を受けた以降、慎重

かつ合理的な原則で、必要な措置を講じなければならないと理解されている。必要な措置に

ついては、特許権等の性質、権利侵害の可能性及び権利侵害を判断するための技術条件等に

基づき総合的に考慮する上で、確定すべきである。本件において、アリババ会社が第三者鑑

定機構の鑑定結論に基づき、権利侵害が確定できない状況で、商品情報の削除等の措置を講

じなかった行為は、慎重かつ合理的な対応に該当する。 

 また、仲介者が間接的な権利侵害責任を負う前提とは、利用者の直接的な権利侵害行為が

成立するということである。被告シン達会社の商品が権利侵害商品に該当しない以上、被告

アリババ会社が必要な措置を取らなかった行為について過失があるかどうかを判断する必

要はなく、アリババ会社が権利侵害の連帯責任を負うことはない。 

 本件は、CN-14 の事例と似ており、ECサイトプラットフォーマーに対し、格別に高い専門

能力（特許権侵害の有無を判断する能力）を求めることが妥当ではないという理由で、ECサ

イトプラットフォーマーの免責が認められた事例である。CN-12 と CN-15 と併せて、ISP（EC

サイトプラットフォーマー）の免責条件に関する判断基準につき裁判所の感触が窺える。 

 また、実務の観点から、本件原告側のやり方が改善される余地があるのではないかと考え

る。 

 特許権侵害の場合、原告側（権利者）がよりスムーズに、かつ効率よく「通知－削除」と

いうクレーム仕組みを利用するため、EC サイトプラットフォーマーに通知を出す前、自ら

で外部の鑑定機関に依頼し、鑑定結論を得るほうが望ましいと思われる。即ち、もし侵害に

ならないという結論であれば、そもそも ECサイトプラットフォーマーに通知するかどうか

を再考することができる。もし侵害に該当するという結論であれば、この鑑定結論を添付し

た上、ECサイトプラットフォーマーに通知すれば、EC サイトプラットフォーマーによる鑑

定の依頼が不要で時間の節約となり、より早く権利侵害側の商品を削除してもらうことが

期待できると思われる。 

 

6.3.4 行政機関による摘発 

6.3.4.1 著作権侵害 

 民事責任のほか、条例第 18 条及び「インターネット著作権行政保護規則」第 11 条130等関

連規定によると、仲介者の権利侵害行為が社会公衆利益に損害を与えたと思われる場合、著

作権行政管理部門から、侵害行為の停止及び次の過料が命じられる可能性がある。 

① 違法所得を没収すること。 

                                                   
129 「最高人民法院による特許権侵害紛争案件の審理における法律応用問題の若干規定に

関する解釈」（法釈[2009]21 号）は、最高人民法院により、2009 年 12 月 28 日に公布さ

れ、2010 年 1 月 1 日より施行することとなった。現在もなお有効である。 
130 国家版権局及び情報産業部（部は廃止）により、2005 年 4 月 29 日公布され、同年 5 月

30 日に施行開始となった（国家版権局・情報産業部令 2005 年第 5 号）。 
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② 違法経営額が 5 万元以上の場合、1 倍以上 5 倍以下の過料を処し、違法経営額がなく、

もしくは 5万元以下の場合、25 万元以下の過料を処すること。 

 さらに、条例第 25条により、仲介者は権利侵害の疑いのあるサービス対象者の情報（そ

の氏名（名称、連絡方式、ネットワークアドレス等の資料）を開示する義務を負っている。

正当な理由なく、この義務の履行を拒絶し、又は提供を遅延した場合は、著作権行政管理部

門から、警告を与えられ、情状が重大であると認められる場合、主にネットワークサービス

の提供に用いるコンピューター等の設備を没収すると処される可能性がある。 

 

6.3.4.2 商標権侵害 

 商標権侵害責任が認められた場合、商標法第 60条第 2項に基づけば、仲介者は民事責任

（侵害行為の停止や損害賠償）のほか、場合により、行政責任（侵害行為の停止、期限を定

めて是正、過料等）も生じると思われる。 

 また、ECプラットフォームにおいて発生する商標権侵害関連のケースでは、EC サイトプ

ラットフォーマーの行政責任につき、電子商務法第 84 条の規定を適用することも考えられ

る（6.2.2 参照）。即ち、EC サイトプラットフォーマーは電子商務法第 42条、第 45条の規

定に違反し、プラットフォーム内の経営者による知的財産権侵害行為に対し、法に従い必要

な措置を講じなかった場合は、関連知的財産権行政部門は期限を定めた是正を命じる。期限

が過ぎても是正しなかった場合は、5 万元以上 50 万元以下の過料に処する。情状が重い場

合は、50万元以上 200 万元以下の過料に処することになっている。 

 

6.3.5 刑事責任 

6.3.5.1 著作権侵害 

 仲介者の刑事責任については、2011年に最高人民法院、最高人民検察院及び公安部三部

門が公布・実施した「知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関す

る意見」131（以下、「刑事意見」という。）第 15条に、他人による知的財産権犯罪行為の実

施を明らかに知っており、当該他人に対しネットワーク接続、サーバーの委託管理、ネッ

ト保存スペース、通信伝送通路等サービスを提供した場合、知的財産権侵害犯罪の共犯と

する、と規定されている。 

 したがって、仲介者の著作権（ネットワーク伝達権）侵害に基づく刑事責任の構成要件は

主に次の 3つがあると考えられる。 

(1) 利用者が著作権侵害の犯罪行為を実施したこと。 

                                                   
131 「知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する意見」は、2011

年 1 月 11 日に、最高人民法院、最高人民検察院及び公安部三部門により公布され、同日施

行された。 
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 刑法（2020 年改正）132第 217条によると、営利目的で、同条に掲げられる著作権侵害

行為又は著作権に関連する権利の侵害行為133があった場合であって、違法所得金額が比

較的に大きいとき又はその他の重大な情状があるときは、3年以下の有期懲役を処し、

単独で罰金を科し又は併科するものとし、違法所得金額が極めて大きいとき又はその他

の特別に重大な情状があるときは、3年以上 10年以下の有期懲役を処し、罰金を併科す

るものとする、と定められている。 

 また、刑法(2020年改正)第 218条によると、営利目的で、同法第 217条に定める権利

侵害複製品であることを明らかに知りながら、販売する場合であって、違法所得金額が

極めて大きいとき又はその他の重大な情状があるときは、5年以下有期懲役を処し、単

独で罰金を科し又は併科するものとする、と規定されている。 

 刑法(2020年改正)第 217 条及び第 218 条によれば、著作権侵害の犯罪行為を構成する

には、所定の著作権侵害行為があるほか、次の要件を満たすことも必要である、と解さ

れる。 

 ① 営利目的であること、かつ 

 ② 違法所得金額が所定の標準に達し、又は、所定の情状を有すること。 

(2) 仲介者の主観上、利用者による「犯罪行為の実施」を「明らかに知って」いること。 

(3) 仲介者の客観上の行為態様として、ネットワーク接続、サーバー委託管理、又はネッ

ト保存スペースのサービスを提供すること。 

 また、情報ネットワーク伝達権の侵害犯罪事案を調べたところ、調査時点で、仲介者で共

犯と認定されるケースは特に見当たらなかった。 

 

6.3.5.2 商標権侵害 

 商標権侵害に関する仲介者の刑事責任については、刑法（2020年改正）及び 2011 年に公

                                                   
132 刑法第 11 回改正は 2020 年 12 月 26 日に公布され、2021 年 3 月 1 日より施行される。

本章では「刑法（2020年改正）」という。 
133 刑法（2020 年改正）第 217 条に定める「著作権侵害行為又は著作権に関連する権利の

侵害行為」には、次の 6 つが含まれる。 

(1) 著作権者の許可なしで、その文字作品、音楽、美術、視聴作品、コンピューターソフ

トウェア及び法律、行政法規に定めるその他の作品を複製し、発行し、又は情報ネットワ

ークを利用して公衆へ伝達する行為 

(2) 他人が専有出版権を有する図書を出版する行為 

(3) 録音録画制作者の許可なしで、その制作した録音物・録画物を複製し、発行し、又は

情報ネットワークを利用して公衆へ伝達する行為 

(4) 実演者の許可なしで、その実演したものを録音・録画した製品を複製し、発行し又は

情報ネットワークを利用して公衆へ伝達する行為 

(5) 他人の署名を偽った美術作品を製作し、販売する行為 

(6) 著作権者又は著作権に関連する権利者の許可なしで、権利者がその作品、録音録画製

品等につき実施した、著作権又は著作権に関連する権利を保護するための技術措置を故意

に回避し、破壊する行為。 
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布・施行された刑事意見第 15条に、他人による知的財産権犯罪行為の実施を明らかに知っ

ており、当該他人に対しネットワーク接続、サーバーの委託管理、ネット保存スペース、通

信伝送通路等サービスを提供した場合、知的財産権侵害犯罪の共犯とする、と規定されてい

る。 

 これによれば、仲介者の商標権侵害に基づく刑事責任の構成要件は主に次の 3 つがある。 

(1) 利用者が商標権侵害の犯罪行為を実施したこと。 

 刑法（2020 年改正）第 213 条によると、許可なしで他人の登録商標と同様な標識を同

一の商品又は役務に使用した場合であって、情状が重大であるときは、3年以下有期懲役

を処し、単独で罰金を科し又は併科するものとする、とされている。 

 同法第 214 条では、登録商標の偽物商品であることを明らかに知りながら、販売する場

合であって、違法所得金額が比較的に大きいとき又はその他の重大な情状があるときは、

3 年以下有期懲役を処し、単独で罰金を科し又は併科するものとし、違法所得金額が極め

て大きいとき又はその他の特別に重大な情状があるときは、3 年以上 10 年以下の有期懲

役を処し、罰金を併科するものとする、と定められている。 

 また、同法第 215条によると、他人の登録商標の標識を偽造し若しくは勝手に製造する

場合、又はこれらの偽造しもしくは勝手に製造した標識を販売する場合であって、情状が

重大であるときは、3年以下の有期懲役を処し、単独で罰金を科し又は併科するものとし、

情状が特別に重大であるときは、3年以上 10年以下の有期懲役を処し、罰金を併科する、

と定められている。 

 上記によれば、商標権侵害の犯罪行為を構成するには、刑法（2020 年改正）で規定す

る 3 つの商標権侵害行為があるほか、違法所得金額が刑法関連法令で定める金額標準に

達し、又は、所定の情状を有することも必要である、と解される。 

(2) 仲介者の主観上、利用者による「犯罪行為の実施」を「明らかに知って」いること。 

(3) 仲介者の客観上の行為態様として、ネットワーク接続、サーバー委託管理、又はネッ

ト保存スペースのサービスを提供する行為であること。 

 また、商標権侵害犯罪の事例を調べたところ、仲介者で共犯と認定されるケースは、調査

時点で、特に見当たらなかった。ただ、利用者の刑事責任が認められた裁判例として、

6.3.3.3CN-16 を参照。当該案件では、利用者が専らブランド品の模倣品をオンラインで販

売する者で、商標権侵害犯罪を構成したと認定された。しかし、ISP（利用者にサーバーを

レンタルする者）は、最終的に犯罪を構成したとは認定されず、権利侵害責任のみ認定され

た。 

 

6.3.6 権利者の主張と仲介者の反論 

 裁判で、よく主張される権利者の主張、仲介者による反論（抗弁）、及びそれに対する権

利者の再反論を表にまとめると、以下のとおりである。 
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目的の下でそれぞれスタートしたという経緯がある。 

 民法典は、これまでの権利侵害責任法、電子商務法、情報ネットワーク伝達権保護条例の

関連内容を参考にし、かつ司法実践で確定できたものを取り入れることによって、実務上、

存在していた多くの疑問点を解消できた。この意味では、仲介者の法的責任に関する立法活

動は一段落したと考えられる。 

 他方、本章で説明したように、民法典の文言は、電子商務法や条例の文言と比べれば、微

妙に異なっている。これらの相違点につき、今後の裁判実務においてどのように適用・運用

されるのかは意見が分かれる可能性がある。 

 例えば、仲介者による措置解除の待機期間については、民法典で規定する「合理的な期限

内」に対して、電子商務法は「15日以内」と規定している。そこで、同一の案件で、民法典

も電子商務法も適用できることを前提とし、仮に ECサイトプラットフォーマーが 1か月間

待って措置を解除するとした場合、EC サイトプラットフォーマーのやり方は問題があるの

かという問いについては、民法典に基づく回答と電子商務法に基づく回答とは違うことと

なってしまう。しかも、この二つの法律はどれが優先に適用されるべきかについても意見が

分かれる可能性はある。つまり、この二つの法律は効力レベルが同じであるため、①民法典

が基本法なので、EC プラットフォーマーのことなら、電子商務法という特別法が優先に適

用するとの意見も、②新法が旧法により優先されるべきという法令適用の一般原則に基づ

けば、民法典が新法として適用されるべきとの意見もあり得ると思われる。 

 また、商標権侵害に関する仲介者の行政責任についても、電子商務法第 87条も従来の商

標法等関連法規も規定しているが、二つの規定内容が若干異なっているため、行政機関がど

れに基づき ISP の行政責任を追及すべきなのかが不明である。 

 したがって、今後、仲介者の法的責任に関する法律規定同士の相違点については、司法上・

行政上の運用を統一するため、司法解釈や行政法規の形でさらに微調整を行う必要がある

のではないかと推測される。 

 

6.4.2 最高人民法院の回答 9 号の規定等 

 2020 年 9月 12 日に、最高人民法院が公布し、2020 年 9月 14日より施行することとなっ

た回答 9 号（6.3.1.2 参照）は、まさに上記設例で挙げた疑問点（合理的な期限）につき、

補足規定を設けている。つまり、回答 9 号第 3 条によれば、「合理的な期限内、ISP、EC サ

イトプラットフォーマーが権利者による既にクレームや訴訟を提起した旨の通知を受けて

いない場合、遅滞なく措置を解除しなければならない。公証・認証等権利者がコントロール

できない事態により生じた遅延は前記の期限に計入しない。但し、当該期限は最長でも 20

営業日を超えてはならない。」とされている。 

 このほか、回答 9号は、権利者による通知と利用者による声明とのプロセスにおいて、権

利者と利用者との権利バランスを改善するため、悪意の声明に対する権利者の損害賠償請

求権（回答 9号第 4条）を明確に規定した。また、権利者は、錯誤があるが、善意の通知で
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あると証明できれば、免責できるという規定も設けられている（回答 9号第 5条）。 

 もう一つの課題は、個人情報保護と情報開示義務との権利バランスである。個人情報保護

法やネットワーク安全法の制定・実施により、ISPによる発信者情報開示がますます慎重に

なっている。しかしながら、本章 6.3.4 で紹介した通り、行政機関や人民法院が命令すれ

ば、個人情報保護義務を理由に、ISPが発信者情報の開示を拒否できない。さらに、ECビジ

ネスの実務では、現地の行政当局と EC サイトプラットフォーマーとの連携プレーにより、

発信者情報を迅速に権利者に提供することができる。この実務のやり方は、知的財産権者側

に有利である一方、真の権利者ではない者により悪用されてしまう恐れがあるのではない

かと懸念される。実際に、EC サイトプラットフォーマーが利用者の個人情報を権利者（通

知発送者）に提供したところ、当該権利者が利用者の個人情報を自分の Wechat「友達圏」

にて公開し、名指しで利用者のことを批判したという情報開示による個人の名誉権侵害事

件は既にあった134。今後、このような悪用を防ぐため、仲介者による情報開示義務をいかに

改善するほうが望ましいかについては検討する余地があるだろうと思われる。 

 

6.4.3 EC サイトプラットフォーム知的財産権の保護管理 

 「ECサイトプラットフォームの知的財産権保護管理」という国家標準135（以下、「本標準」

という）は、2020年 11月 9日に国家市場監督管理総局及び国家標準化管理委員会により公

布され、2021 年 6月 1日より実施することとなっている。 

 本標準は、ECが急速に発展している背景の下で、特許権等、商標権、著作権、地理的表示

等知的財産権を保護することを目的とし、EC関係者（ECサイトプラットフォーム、ECネッ

トワーク情報サイトプラットフォーム及び ECサイトプラットフォーム内の経営者（利用者））

がいかに知的財産権の利用・管理・保護を徹底すべきかにつき、ガイドラインを示めすもの

であり、(1)EC サイトプラットフォームの管理、(2)EC ネットワーク情報サイトプラットフ

ォームの構築、(3)知的財産権の管理及び(4)一致性テストとの 4 つの方面に分けて、EC 関

係者に明確な目標基準を設けているものである。 

 本標準は、法的強制力を有するものではなく、あくまでも推奨基準という位置づけである

ため、本標準を遵守するかどうかは、EC 関係者が自己の意思により決めることができる。 

 本標準は、電子商務法等関連法律法規の規定に沿いながら、EC 関係者の責任や義務をよ

り具体化している。 

 主な注目ポイントは次の 4つがある。 

 

6.4.3.1 本標準の適用範囲 

 本標準に定める EC 関係者には、主に EC サイトプラットフォーマー、EC ネットワーク情

                                                   
134 (2020)魯 01 民終 4919 号。 
135 中華人民共和国国家標準公告[2020]24 号により公布された国家標準 GB/T 39550-2020 で

ある。 
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報サイトプラットフォーム及び ECサイトプラットフォーム内の経営者（利用者）が含まれ

ている。 

 また、本標準の保護対象となる知的財産権とは、特許権等、商標権、著作権及び地理的表

示が想定されている。 

 本標準第 1 条は、電子商務法第 2 条第 3 項に定める適用の除外事項と同様な規定を設け

ているが、疑義を避けるため、「インターネット等情報ネットワークを通じて商品又はサー

ビスを提供する経営活動」にも適用することを強調して定めている。 

 これは、近時のコンテンツプラットフォームの EC プラットフォーム化及び EC プラット

フォームのコンテンツ化という相互融合現象を踏まえて考えると、プラットフォームの性

質を問わず、「商品又はサービスを提供する経営活動」を行う者であれば、本標準の適用範

囲に該当するというメッセージを伝えようとしているのではないか、と解されている。 

 

6.4.3.2 EC サイトプラットフォームの管理 

 本標準第 4条は、電子商務法に規定されている ECサイトプラットフォーマーの知的財産

権保護義務につき、より詳細な基準を設けている。 

① EC サイトプラットフォーマーは利用者に関連情報（身分情報、知的財産権の合法性の

承諾）を登録させる義務を有すること 

② EC サイトプラットフォーマーによる知的財産権管理制度（クレーム制度、紛争解決制

度、信用評価制度）を構築する義務を有すること 

③ EC サイトプラットフォーマーが電子商務法に定める通知-削除プロセスに沿って、知的

財産権紛争を処理する義務を有すること。 

 本標準は、電子商務法にある通知-削除プロセスの詳細を規定しているほか、特に、知的

財産権紛争を解決するについては、EC サイトプラットフォーマーが自らで必要な措置を講

じるほか、「(a)権利者と利用者との協議による和解、(b)消費者組織や業界組合等組織によ

る調解、(c)行政部門への申立て、(d)仲裁、(e)訴訟」、即ち第三者の専門機構を導入する方

法による紛争解決メカニズムの構築を推奨すると明記している（本標準第 4.3.3.5 条参照）。 

 

6.4.3.3 EC ネットワーク情報サイトプラットフォーム 

 EC ネットワーク情報サイトプラットフォームにつき、電子商務法ではあまり詳細に規定

されていない。 

 本標準の定義によると、EC プラットフォームの機能を支えるためのネットワーク情報プ

ラットフォームを EC ネットワーク情報サイトプラットフォームという。また、第 5 条は、

EC ネットワーク情報サイトプラットフォームの機能に関し、「データバンクの設置、関連情

報の保存、証拠の管理、追跡管理、調査の協力をしなければならない」と要求している。 

 そのうち、証拠管理については、EC ネットワーク情報サイトプラットフォームがデジタ

ル指紋、デジタル印鑑、ブロックチェーン等技術を利用し、文字、図面、映像、意匠デザイ
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ン等を保護し、証拠保存システムを構築することを推奨している。調査への協力については、

EC ネットワーク情報サイトプラットフォームが情報の導出機能を具備する、即ち、権利侵

害の疑いのある利用者の身分情報や連絡先等情報を提供できるような機能を具備すること

を推奨している。 

 さらに、本標準は、EC ネットワーク情報サイトプラットフォームが証拠管理、権利侵害

の観測と予防及び偽造防止等において、AI、バーコードやブロックチェーン等先端技術の駆

使を推奨することを明記している。 

 

6.4.3.4 本標準に基づく知的財産権の管理 

 本標準は、EC 関係者が本標準を参照して知的財産権管理システムを構築することができ

ると定めている。特に EC サイトプラットフォーマー及び利用者については、知財管理機構

を設立し、専門人員に管理させる、又は、外部の専門機構に管理を依頼することを推奨して

いる。 

 本標準の内容から、現在、中国政府、専門家及び業界代表者の EC サイトプラットフォー

ムの発展と知的財産権保護との関係に関する考え方を窺える。本標準は、強制力がないもの

の、その公布と実施によって、EC 分野における知的財産権保護の意識が高まり、EC関係者

が知的財産権保護制度を作る際の参考になることに間違いはないであろう。 
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7.2.2 プロバイダ責任制限法第 4 条 

 また、プロバイダ責任制限法第 4条に定める発信者情報開示請求は、 

① 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかで

あるとき。 

② 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要であ

る場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 

のいずれにも該当するときに認められる。開示請求の対象となる発信者情報は、プロバイダ

責任制限法第 4 条では、「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であっ

て総務省令で定めるもの」と規定されており、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制

限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令により、 

① 発信者その他侵害情報の送信に係る者の氏名又は名称 

② 発信者その他侵害情報の送信に係る者の住所 

③ 発信者の電話番号 

④ 発信者の電子メールアドレス 

⑤ 侵害情報に係る IPアドレス及び当該 IPアドレスと組み合わされたポート番号 

⑥ 侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号 

⑦ 侵害情報に係る SIM カード識別番号のうち、当該サービスにより送信されたもの 

⑧ ⑤の IPアドレスを割り当てられた電気通信設備、⑥の携帯電話端末等からのインター

ネット接続サービス利用者識別符号に係る携帯電話端末等又は⑦の SIM カード識別番号

に係る携帯電話端末等から開示関係役務提供者の用いる特定電気通信設備に侵害情報が

送信された年月日及び時刻 

が挙げられている。このうち、③の「発信者の電話番号」は、令和 2年 8月 31 日に公布・

施行された省令改正により追加されたものである。 

 

第 7.3 節 仲介者責任追及の要件と実務 

7.3.1 削除請求、その他の差止請求 

 プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会によって、「プロバイダ責任制限法名誉

毀損・プライバシー関係ガイドライン」、「プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドライン」、

「プロバイダ責任制限法商標権関係ガイドライン」、「発信者情報開示関係ガイドライン」が

設けられ、プロバイダー等のとるべき行動基準を明らかにし、プロバイダー等による迅速か

つ適切な対応を可能とするための実務上の指針となっている。 

 権利者や名誉毀損の被害者がプロバイダー等に直接連絡して送信防止措置を求める場合

には、上記ガイドラインに定められた参考書式に沿って、「侵害情報の通知書兼送信防止措

置依頼書」をプロバイダー等に送付して、対応を求めることができる。 

 「プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドライン」や「プロバイダ責任制限法商標権関係
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バイダー）に対して、まず加害に関する IP アドレスとタイムスタンプの開示を求め 、それ

によりインターネット接続サービス業者（経由プロバイダ（アクセスプロバイダー））に対

し、当該タイムスタンプの時点で当該 IP アドレスの割り当てを受けていた者の住所、氏名

の開示を求める必要があり、経由プロバイダもプロバイダ責任制限法第 2 条第 3 号にいう

「特定電気通信役務提供者」に当たることは最高裁判決がある（JP-3 株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・ドコモ事件）。 

 プロバイダ責任制限法第 4 条第 4 項は、故意又は重大な過失がある場合に賠償責任を制

限しているが、本件書き込みによって権利が侵害されたことが明らかであるとは認められ

ないとして重大な過失を否定した最高裁判決がある（JP-4 湘南ライナス学園事件）。 

 発信者情報として、総務省令に列挙されているほかに、「ログインの際に用いられた IPア

ドレスおよびタイムスタンプにより特定される情報」の開示請求を認めた裁判例がある

（JP-5 ソフトバンク BB 株式会社事件）。発信者情報開示請求は、権利行使をする前提と

して相手方を特定するための情報を入手することを可能にすることにあり、それ以上に、発

信者に対する損害賠償請求訴訟における自らの主張を裏付ける証拠として使用する目的で

利用することを否定した下級審裁判例がある（JP-6 人生リセット留学。事件）。 

 ツイッターにおけるリツイート者は，プロバイダ責任制限法第 4 条第 1 項の「侵害情報

の発信者」に該当するとした最高裁判決がある（JP-7 リツイート事件）。 

 発信者情報開示請求は、著作権や名誉毀損に比べて、商標権や不正競争に関する事件は少

ない（JP-8 みんなのおすすめ，塗装屋さん事件）。 

 

7.3.6.3 損害賠償請求 

 サービスプロバイダーに対する損害賠償責任については、JP-2 Chupa Chups 事件知財高

裁判決があるほか、検索連動型広告において、登録商標の指定商品の情報が表示された状態

及びこれが商標の出所表示機能を害することにつき具体的に認識するか，又はそれが可能

になったといえるに至ったときは，その時点から合理的期間が経過するまでの間にＮＧワ

ードリストによる管理等を行って登録商標の指定商品の情報が表示されるという状態を解

消しない限り商標権侵害が成立するとする知財高裁判決がある（JP-9 石けん百貨事件）。 

 

第 7.4 節 最近の動き 

7.4.1 プロバイダ責任制限法検証に関する提言 

 総務省における「利用者視点を踏まえた ICT サービスに係る諸問題に関する研究会」は、

平成 22 年 9月に「プロバイダ責任制限法検証 WG」を設置して、立法論を含む論点の検討を

行い、平成 23 年 7月に「プロバイダ責任制限法検証に関する提言」をまとめたが、法改正

には至らなかった。 

 

7.4.2 知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会インターネット上の海賊版対
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策に関する検討会議 

 平成 30年 4 月に、知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会に「インターネット上の海

賊版対策に関する検討会議」が設けられ、ブロッキングの法制化が検討されたが、意見の一

致を見るに至らなかった。 

 

7.4.3 発信者情報開示の在り方に関する研究会 

 総務省では、「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する緊急提言」及び「発

信者情報開示の在り方に関する研究会 中間とりまとめ」を踏まえて、令和 2年 9月に「イ

ンターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」を公表している。 

 さらに、令和 2 年 12 月に、「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」

を公表し、発信者情報の開示対象の拡大や新たな裁判手続（非訟手続）の創設及び特定の通

信ログの早期保全が提案されている。  
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第 8.2 節 今後の展望 

 インターネット社会が到来して 20年が経過し、プロバイダーの責任に関する法律も、各

国において見直しの動きが見られる。国際条約も締結されるなど、プロバイダーの責任につ

いての共通理解もある一方で、プラットフォーマー／プロバイダーがインターネット社会

において果たす役割の大きさやインターネット上の流通において知的財産権を保護するた

めの技術等の進展によって、既存の考え方の前提にも変更が生じている。巨大プラットフォ

ーマーに対する規制の議論も、近時活発になっている。 

 本報告書における、発信者の知的財産権侵害行為に対してプラットフォーマー／プロバ

イダーが負う法律上の責任についての各国法の比較検討により、現在の実務も、法改正の議

論も、国によって一様ではないことが明らかになった。また、本報告書では、各国で知的財

産権者等がプラットフォーマー／プロバイダーに対して行った権利行使のうち注目される

裁判例を取り上げているが、権利者による積極的な権利行使の取り組みとプラットフォー

マー／プロバイダーによる抗弁の主張がなされることによって、各国においてプラットフ

ォーマー／プロバイダーに対して法律上の責任を問うことができる限界事例もかなり明ら

かになってきていることが窺える。 

 本報告書が、国境を超えた知的財産権侵害が生じ得るインターネット社会において、海外

でも取引を行う日本企業の知的財産権侵害対策の一助になるとともに、法改正に向けた

様々なオプションを検討する契機となれば幸いである。
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